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大
阪
市
平
野
区
に
所
在
す
る
喜
連
は
、
江
戸
時
代
に
は
大
坂
三
郷
の
近
郊
に
位
置
す

る
村
落
で
あ
っ
た
。
現
在
、
こ
の
地
を
拠
点
に
活
動
す
る
「
喜
連
村
史
の
会
」
は
、
郷

土
史
に
か
か
わ
る
講
座
や
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
の
企
画
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て

い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
地
元
に
残
る
古
文
書
を
住
民
の
手
で
読
み
解
こ
う
と
す
る

グ
ル
ー
プ
「
喜
連
の
古
文
書
を
読
む
会
」
が
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
お
手
伝
い
を
し
て

き
た
。

　

活
動
の
中
で
、
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
増
池
徹
彌
氏
の
お
宅
に
古
文
書
が
残
さ
れ
て
い

る
と
の
話
を
聞
い
た
。
増
池
家
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
西
喜
連
村
の
庄
屋
を
勤
め
、
酒

造
業
に
も
携
わ
っ
た
旧
家
で
あ
る
。
所
蔵
さ
れ
た
史
料
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
の
も
の

を
含
む
が
、
そ
の
中
に
寛
永
か
ら
元
禄
年
間
に
わ
た
る
年
貢
免
定
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
対
象
に
、
こ
の
時
期
の
年
貢
付
加
の
あ
り
方
を
見
て
ゆ
く
と
と

も
に
、
年
貢
免
定
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
当
時
の
村
の
状
況
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

一
、
喜
連
村
と
西
喜
連
村
の
概
要

　

喜
連
村
は
、
摂
津
国
住
吉
郡
に
属
し
、
郡
内
の
東
端
に
位
置
す
る
。
古
代
に
は
伎
人

郷
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
中
世
に
は
喜
連
城
が
置
か
れ
、
喜
連
東
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
墳

江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
摂
津
国
住
吉
郡
西
喜
連
村
の
素
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
年
貢
関
係
史
料
の
検
討
か
ら
―

豆
谷　

浩
之

	

要
旨　

現
在
は
大
阪
市
平
野
区
に
所
在
す
る
、
摂
津
国
住
吉
郡
西
喜
連
村
に
お
い
て
、
新
た
に
一
群
の
古
文
書
が
発
見
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
う
ち
江
戸
時

代
初
期
の
年
貢
史
料
の
紹
介
と
分
析
を
通
じ
て
、
年
貢
収
納
を
中
心
と
す
る
、
こ
の
時
期
の
西
喜
連
村
の
状
況
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
年
貢
の

収
納
に
つ
い
て
は
、『
新
修
大
阪
市
史
』
で
分
析
さ
れ
た
近
隣
村
落
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
が
、「
五
分
一
銀
納
」
か
ら
「
三
分
一
銀
納
」
へ
の
移
行
時
期
や
、

年
貢
請
負
責
任
が
庄
屋
等
の
個
人
か
ら
名
請
人
全
体
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
示
す
文
言
の
初
出
年
代
な
ど
、
異
な
る
点
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
、

自
然
災
害
に
起
因
す
る
年
貢
の
減
免
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
と
、
村
の
経
営
を
維
持
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
「
村
の
取
り
分
」

が
、
領
主
側
に
も
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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墓
堂
が
見
つ
か
る
な
ど
、
連
綿
と
重
要
な
場
と
し
て
の
歴
史
を
刻
ん
だ
土
地
で
あ
る
。

　

近
世
初
頭
に
は
喜
連
村
と
し
て
一
つ
の
村
落
で
あ
っ
た
が
、
元
和
六
年
に
西
喜
連
・

中
喜
連
・
東
喜
連
の
三
か
村
に
分
か
れ
た
と
い
う
。
寛
永
元
年
ま
で
は
高
台
院
領
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
死
後
は
幕
府
領
と
な
っ
た
。
の
ち
に
西
喜
連
村
と
東
喜
連
村
は
旗
本
領
と

な
り
、
い
く
つ
か
の
領
主
の
変
遷
を
経
て
、
古
河
藩
領
と
し
て
幕
末
を
迎
え
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
村
高
は
、
寛
永
か
ら
正
保
年
間
の
摂
津
国
高
帳
に
よ
れ
ば
、
西
喜
連
村

が
八
二
七
石
余
、
中
喜
連
村
が
六
八
二
石
余
、
東
喜
連
村
が
三
〇
七
石
余
で
あ
る
。
全

体
と
し
て
は
、
東
が
高
く
西
に
行
く
ほ
ど
低
く
な
る
地
形
で
あ
り
、
西
喜
連
村
は
最
も

村
高
が
高
い
反
面
、
天
候
に
よ
っ
て
は
水
の
つ
き
や
す
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

増
池
家
に
残
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
初
期
の
年
貢
免
定
は
、
寛
永
二
年
か
ら
慶
安
三

年
ま
で
（
た
だ
し
、
寛
永
六
年
と
九
年
分
を
欠
く
）、
寛
文
七
年
か
ら
十
二
年
、
お
よ

び
元
禄
二
年
、
三
年
、
六
年
、
八
年
か
ら
十
二
年
と
十
五
年
分
で
あ
る
。

二
、
寛
永
二
年
か
ら
八
年
ま
で
の
西
喜
連
村
と
免
定

　

こ
こ
か
ら
は
、
寛
永
年
間
の
年
貢
免
定
を
順
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
寛
永
八
年

ま
で
は
、
喜
連
三
か
村
が
合
算
さ
れ
た
免
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
年

ま
で
を
区
切
り
と
し
て
お
く
。
な
お
、
釈
文
に
つ
い
て
は
、
古
文
書
の
会
会
員
の
釈
読

を
も
と
に
、
適
宜
筆
者
が
訂
正
を
加
え
て
い
る
。

　
（
史
料
一
）

　
　
　
　

丑
之
年
御
物
成
之
事　
　

喜
連
村

一
髙
千
八
百
三
拾
六
石
七
斗
八
升
五
合

　
　
　
　

内
七
拾
三
石
弐
斗
四
合　
　
　
　
　

永
荒

　

残
髙
千
七
百
六
拾
三
石
五
斗
八
升
三
合　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙
ニ
付
六
ツ
弐
分
取

　
　

此
取
千
百
三
拾
八
石
八
斗
八
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
壱
ツ
弐
分
ま
し

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　

百
拾
三
石
八
斗
八
升　
　
　
　
　
　

大
豆
納

　
　
　
　
　

三
百
四
拾
一
石
六
斗
四
升　
　
　
　

三
分
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
子
納

　
　
　
　
　

六
百
八
拾
三
石
弐
斗
八
升
八
合　
　

米
納

　
　
　

寛
永
弐
年

　
　
　
　
　

丑
ノ
十
二
月
廿
四
日　
　
　
　

藤
次
郎

　

史
料
一
は
、
増
池
家
資
料
の
年
貢
免
定
の
中
で
、
最
も
古
い
年
次
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
前
年
の
寛
永
元
年
、
領
主
で
あ
っ
た
高
台
院
の
死
去
に
伴
っ
て
、
喜
連
三
か
村
は

幕
府
領
と
な
っ
た
。
寛
永
元
年
分
の
年
貢
が
ど
の
よ
う
な
形
で
収
納
さ
れ
た
か
は
定
か

で
は
な
い
が
、
寛
永
二
年
か
ら
の
年
貢
免
定
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
支
配
関
係
の

変
化
と
関
係
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

差
出
人
の
「
藤
次
郎
」
は
、
平
野
郷
の
有
力
者
で
、
江
戸
時
代
初
期
に
幕
府
の
代
官

を
勤
め
て
い
た
平
野
藤
次
郎
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
喜
連
村
は
す
で
に
東
・
中
・

西
の
三
カ
村
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
年
貢
免
定
は
喜
連
村
全
体
に
対
し
て
発
給
さ
れ
て

い
る
。
村
高
は
三
か
村
の
合
計
で
、
う
ち
耕
作
が
で
き
な
い
永
荒
が
七
三
・
二
〇
四
石
、

差
引
き
一
七
六
三
・
五
八
三
石
が
、
年
貢
賦
課
の
対
象
（
残
高
・
毛
付
）
で
あ
る
。
以

後
の
分
も
含
め
て
西
喜
連
村
の
増
池
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
三
か
村
全

体
の
年
貢
収
納
を
西
喜
連
村
が
代
表
し
て
取
り
仕
切
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
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か
。

　

年
貢
の
賦
課
率
は
、
高
に
対
し
て
六
二
％
（「
六
ツ
弐
分
」）
と
な
っ
て
お
り
、「
子

壱
ツ
弐
分
ま
し
」
の
注
記
が
あ
る
。
子
年
、
す
な
わ
ち
寛
永
元
年
に
対
し
て
十
二
％
増

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
負
担
増
が
、
支
配
関
係
の
変
化
に
よ
る
も
の
か
、

豊
凶
等
の
個
別
事
情
に
よ
る
も
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
と
も
あ
れ
大
幅
な
年
貢
増

と
い
う
か
た
ち
で
、
喜
連
村
の
幕
府
支
配
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
翌
寛
永
三
年
分
の
年
貢
免
定
と
見
比
べ
て
み
た
い
。

　
（
史
料
二
）

　
　
　
　
　

寅
年
御
物
成
事　
　
　
　
　
　

喜
連
村

一
高
千
八
百
三
拾
六
石
七
斗
八
升
六
合

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

七
拾
三
石
弐
斗
四
合　
　
　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

七
百
五
拾
四
石
四
斗
七
升
八
合　
　

当
付
荒

　
　

残
高
千
九
石
壱
斗
四
合　
　
　
　
　
　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

　

四
ッ
五
歩

　
　

上　

五
拾
九
石
八
斗
四
升　
　
　
　
　

取
弐
拾
六
石
九
斗
弐
升
八
合

　

三
ッ
八
歩

　
　

上　

中
弐
拾
八
石
壱
升
三
合　
　
　
　

取
拾
石
四
斗
四
升
壱
合

　

三
ッ
四
歩

　
　

中　

五
拾
弐
石
五
斗
四
升
七
合　
　
　

取
弐
拾
七
石
八
斗
六
升
六
合

　

二
ッ
四
歩

　
　

下　

九
拾
石
三
斗
壱
升
七
合　
　
　
　

取
弐
拾
壱
石
六
斗
七
升
六
合

　

一
ッ
三
歩

　
　

下
　々

五
拾
石
四
斗
七
升
九
合　
　
　

取
六
石
五
斗
六
升
弐
合

　

三
ッ
九
歩

　
　

畠　

七
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
合　
　
　

取
弐
百
八
拾
三
石
八
斗
八
升
四
合

　
　
　
　

取
合
三
百
六
拾
七
石
三
斗
五
升
七
合　

高
ニ
付
弐
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
ニ
付
三
ッ
六
歩
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　

三
拾
六
石
七
斗
三
升　
　
　
　
　
　
　

大
豆

　
　
　
　
　
　

三
百
三
拾
石
六
斗
弐
升
七
合　
　
　
　

米

　
　
　
　

寛
永
三
年

　
　
　
　
　

寅
十
二
月
十
三
日　
　

平
野
藤
次
郎

　

ま
ず
、
形
式
上
の
違
い
で
目
に
付
く
の
は
、
寛
永
二
年
分
は
全
体
高
だ
け
が
記
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
寛
永
三
年
分
で
は
細
か
な
内
訳
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
上
・
中
・
下
等
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
検
地
帳
の
記
載
に
対
応
す
る
も
の
で
は

な
く
、
毎
年
の
検
見
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

　

記
載
内
容
は
、「
上
（
田
）」
五
九
・
八
四
〇
石
に
対
し
て
、
年
貢
の
負
荷
率
が

四
十
五
％
（「
四
ッ
五
歩
」）
で
、
こ
れ
に
か
か
る
年
貢
「
取
」
は
二
六
・
九
二
八
石
で

あ
る
。
以
下
、
等
級
ご
と
に
同
様
の
記
載
が
続
く
。

　

細
か
い
点
だ
が
、
村
高
が
一
合
だ
け
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
の
免
定
で
は
、
寛

永
三
年
と
同
じ
村
高
で
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
、
集
計
時
の
計
算
ミ
ス
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。

　

両
年
で
大
き
く
異
な
る
の
は
、
寛
永
三
年
分
に
「
付
荒
」
七
五
四
・
四
七
八
石
が
記
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さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
長
期
間
耕
作
が
不
可
と
な
る
「
永
荒
」
に
対
し
て
、「
付
荒
」

は
天
候
不
順
等
に
よ
り
、
一
時
的
に
耕
作
が
で
き
な
く
な
っ
た
土
地
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
年
の
村
高
に
対
す
る
付
荒
の
割
合
は
、
約
四
十
一
％
に
上
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

本
来
の
六
割
弱
し
か
収
穫
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
因
に
つ
い
て
は
判
然

と
し
な
い
が
、
こ
の
結
果
、
寛
永
三
年
分
の
年
貢
高
は
、
三
六
七
・
三
五
七
石
、
年
貢

率
は
高
に
対
し
て
二
〇
％
、
毛
付
に
対
し
て
三
六
・
四
％
と
、
前
年
に
比
べ
て
大
幅
な

低
率
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
納
入
内
訳
に
「
三
分
一
」
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
年
は
、
年
貢
の
全
体
量
が

大
き
く
減
っ
て
い
る
た
め
、「
三
分
一
」
の
分
を
銀
で
徴
収
す
る
と
、
現
物
の
米
で
徴

収
す
る
分
が
さ
ら
に
少
な
く
な
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
で
は
幕
府
が
必
要
と
す
る
米
の

量
に
足
り
な
い
た
め
、
こ
の
年
限
り
の
特
殊
事
情
と
し
て
、
銀
納
よ
り
も
米
納
を
優
先

す
る
と
い
う
措
置
が
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
寛
永
三
年
免
定
に
記
載
さ
れ
た
米
（
田
）
の
収
穫
高
の
合
計
は
二
八
一
・

一
九
六
石
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
年
貢
の
納
入
内
訳
に
記
さ
れ
た
米
は
、
三
三
六
・

六
二
七
石
と
な
っ
て
い
る
。
単
純
に
見
比
べ
れ
ば
、
収
穫
に
対
し
て
納
め
る
べ
き
米
が

超
過
し
て
お
り
、
不
足
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
収
穫
さ
れ
た
米
は
、「
下
」

や
「
下
々
」
と
さ
れ
た
等
級
の
も
の
ま
で
含
ん
で
お
り
、
年
貢
米
と
し
て
は
品
質
を
満

た
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
内
訳
を
詳
し
く
見
る
と
、
最
も
多
い
の
は
「
下
」

の
九
〇
・
三
一
七
石
で
あ
り
、
収
穫
全
体
の
約
三
分
の
一
を
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
上
」

は
五
九
・
八
四
石
で
、
収
穫
全
体
の
二
割
余
り
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
、
収
穫
さ
れ

た
米
を
も
っ
て
米
納
分
を
ま
か
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

一
方
、
畠
方
を
見
る
と
、
検
見
に
よ
る
引
高
が
な
い
た
め
、
検
地
高
通
り
の
七
二
七

・
九
〇
八
石
に
対
し
て
、
三
九
％
の
年
貢
が
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
畠
方
の
年
貢
は
二
八

三
・
八
八
四
石
と
な
っ
て
い
る
。
納
入
内
訳
と
見
比
べ
れ
ば
、
大
豆
納
分
の
三
六
・
七
三

石
を
は
る
か
に
超
過
し
て
、
畠
年
貢
の
大
部
分
を
米
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。
も
し
現
物
米
で
の
蔵
納
め
を
命
じ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
方
法
で
米
を
調

達
し
て
納
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　

た
し
か
に
大
坂
周
辺
の
村
落
で
は
、
大
坂
米
市
場
等
か
ら
米
を
買
っ
て
年
貢
と
し
て

納
め
る
「
買
納
制
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
れ
て
い
る
。
中
喜
連
村
の
事
例
で
は
あ
る

が
、
十
八
世
紀
後
半
の
天
明
年
間
に
「
買
納
」
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
別
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る（
注
一
）。
し
か
し
、
寛
永
年
間
に
買
納
が
普
及
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
時
期
は
、
農
民
に
よ
る
年
貢
米
の

換
銀
・
納
入
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り（
注
二
）、
寛
永
三
年
の
喜
連
村

の
場
合
も
、
こ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
寛
永
四
年
分
の
免
定
を
見
る
。

　
（
史
料
三
）

　
　
　
　
　

卯
年
御
物
成
事

一
高
千
八
百
三
拾
六
石
七
斗
八
升
六
合　
　
　

喜
連
村

　
　
　
　

内
七
拾
三
石
弐
斗
四
合　
　
　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

同
三
百
六
石
三
斗
弐
升
四
合　
　
　
　

当
付
荒

　
　

残
高
千
四
百
五
拾
七
石
弐
斗
五
升
八
合　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

　

五
ッ
五
歩

　
　
　
　

三
百
拾
石
七
斗
壱
合　
　
　
　

此
取
百
七
拾
石
八
斗
八
升
五
合

　

四
ッ
一
歩

　
　

上　

六
拾
五
石
六
升　
　
　
　
　
　

此
取
弐
拾
六
石
五
斗
壱
升
六
合
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弐
ッ
八
歩

　
　

中　

百
三
拾
七
石
弐
斗
三
升
四
合　

此
取
三
拾
八
石
四
斗
八
升
五
合

　

一
ッ
八
歩

　
　

下　

弐
百
拾
六
石
三
斗
五
升
五
合　

此
取
三
拾
八
石
九
斗
四
升
四
合

　

四
ッ
三
歩

　
　

畠　

七
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
合　
　

此
取
三
百
拾
三
石

　

取
合
五
百
八
拾
七
石
七
斗
七
升　
　
　
　
　
　

高
二
付
三
ッ
二
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
付
四
ッ
三
厘
五
毛

　
　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　

五
拾
八
石
七
斗
七
升　
　
　
　
　
　
　

大
豆
納

　
　
　
　
　
　

百
七
拾
六
石
三
斗
壱
升　
　
　

三
ケ
一
銀
納

　
　
　
　
　
　

三
百
五
拾
弐
石
六
斗
九
升　
　
　
　
　

米
納

　
　
　
　
　
　
　

以
上

　
　
　
　

寛
永
四
年

　
　
　
　
　
　

卯
十
二
月
十
六
日　
　
　

藤
次
郎　

印

　

形
式
的
に
は
寛
永
三
年
と
同
じ
に
な
っ
て
い
る
。
寛
永
三
年
に
比
べ
て
当
付
荒
が

三
五
〇
石
弱
少
な
い
。
田
畑
の
内
訳
を
見
る
と
、
畠
の
毛
付
高
は
両
年
で
同
じ
で
年
貢

率
に
違
い
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
付
荒
の
差
は
田
の
方
で
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
田
の
等
級
に
つ
い
て
は
、
寛
永
三
年
が
「
上
・
上
中
・
中
・
下
・
下
々
」

と
五
段
階
で
区
分
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
寛
永
四
年
分
で
は
「（
記
載
な
し
）・
上
・

中
・
下
」
の
四
段
階
で
あ
る
。
寛
永
四
年
の
（
記
載
な
し
）
は
、
最
も
年
貢
率
が
高
い

と
こ
ろ
か
ら
み
て
「
上
々
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
寛
永
三
年
に
は
こ
れ
に
相

当
す
る
区
分
が
な
く
、
逆
に
「
上
中
」「
下
々
」
と
い
う
寛
永
四
年
に
記
載
の
な
い
区

分
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
独
自
の
区
分
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
区
分
の
数
も
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
、
同
じ
等
級
で
も
年
に
よ
っ
て
高
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
う
し
た
表
記
は
検
地
帳
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
検
見
の
た
び
に
作
柄
を

確
認
し
て
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
寛
永
八
年
ま
で
の
区
分
を
見
る

と
、

　

寛
永
五
年　
「（
記
載
な
し
）・
中
・
下
」　

三
区
分

　

寛
永
七
年　
「（
す
べ
て
記
載
な
し
）」　　

五
区
分

　

寛
永
八
年　
「（
記
載
な
し
）・
上
・
中
・
下
・
下
々
」　

五
区
分

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
以
後
の
年
次
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
も
あ
る
た
め
、
必
要
な
場
合
を
除
き
、

全
文
を
掲
載
す
る
の
で
な
く
、
特
徴
的
な
部
分
に
つ
い
て
の
み
抽
出
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

寛
永
七
年
の
免
定
で
は
、「
永
荒
」
に
続
け
て
、「
新
池
底
」
五
七
・
八
五
六
石
が
除

地
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
こ
れ
は
西
喜
連
村
領
内
に
あ
っ
た
「
西
池
」
が
拡
張
さ
れ
た

こ
と
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
年
貢
納
入
の
内
訳
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
の
で
、
そ
の
部
分

だ
け
を
引
用
し
て
お
く
。

　
（
史
料
五
）

　
　
　
　
　
　
（
前
略
）

　

取
合
八
百
七
拾
壱
石
九
斗
壱
升
九
合　
　
　
　

高
二
四
ッ
七
歩
四
厘
六
毛
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
五
ッ
五
歩
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　

内
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八
拾
七
石
ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆
納

　
　

弐
百
六
拾
壱
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　

三
ケ
一
銀
子
納

　
　

百
石
ハ
是
ハ
百
姓
銀
ニ
而
納
申
旨
御
理
申
上
候
ニ
付
三
ケ
一
祢
段
ニ　

銀
子
納

　
　
　
　
　

壱
匁
髙
石
ニ
廿
四
匁
加
へ
ニ
相
究
銀
ニ
而
納
申
候

　
　

四
百
二
拾
三
石
四
斗
壱
升
九
合　
　
　

米
納

　

本
来
で
あ
れ
ば
、「
大
豆
納
」
と
「
三
ヶ
一
銀
子
納
」
を
差
引
い
た
、
五
二
三
・
四

一
九
石
が
米
納
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
百
石
分
を
銀
で
納
め
る
こ
と
を
村
側
が
希
望
し
、

換
算
値
段
を
取
り
決
め
た
上
で
銀
納
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
情
は
詳
ら
か

で
は
な
い
が
、
大
坂
の
近
郊
に
位
置
し
、
綿
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
同
地
で
は
、
米
の
生

産
よ
り
も
商
品
作
物
を
換
金
し
て
得
た
収
入
の
方
が
勝
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。「
三
ヶ
一
銀
納
」
よ
り
さ
ら
に
高
い
価
格
で
換
算
し
て
も
、
銀
納
を
選
ん
だ

と
こ
ろ
に
、
そ
う
し
た
事
情
が
う
か
が
え
よ
う

　

た
だ
し
、
翌
寛
永
八
年
の
免
定
で
は
、
こ
う
し
た
注
記
は
な
く
、
通
常
通
り
の
「
大

豆
納
」「
三
ヶ
一
銀
納
」「
米
納
」
の
三
区
分
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
限
り
の
特

例
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
免
定
の
末
尾
に
は
「
一
米
弐
石
九
斗
壱
升
三
合　

妙
法
寺
改
出
ス
」
と
あ

る
。
妙
法
寺
は
村
内
の
寺
院
で
、
そ
の
近
く
に
、
検
地
以
後
に
新
た
に
年
貢
賦
課
の
対

象
と
な
っ
た
土
地
が
開
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
免
定
で
は
「
見
取
場
」
と
し
て

年
々
書
き
上
げ
ら
れ
る
。

三
、
寛
永
一
〇
年
か
ら
慶
安
三
年
ま
で
の
西
喜
連
村
と
免
定

　

寛
永
九
年
分
の
年
貢
免
定
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
九
年
、
十
年
の
ど
ち
ら
の
年

か
ら
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
時
期
か
ら
西
喜
連
村
単
独
の
免
定
が
発
行
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
中
喜
連
村
、
東
喜
連
村
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
年
貢
の
割
り
当
て
が
行
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
形
式
の
最
初
で
あ
る
の
で
、
寛
永
一
〇
年
の
西
喜
連
村
免
定
は
全
文
を
引
用
す

る
。

　
（
史
料
六
）

　
　
　
　
　

酉
年
御
物
成
候
事

一
高
八
百
三
拾
弐
石
五
斗
弐
升
四
合　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

五
拾
九
石
四
斗
三
升
八
合　
　
　
　

永
荒
新
池
底
共

　
　
　
　

六
百
拾
九
石
五
斗
四
升
六
合　
　
　

当
付
荒
川
な
り

　
　

残
百
五
拾
三
石
五
斗
四
升　
　
　
　
　
　

毛
付

　
　
　
　
　

内

　

上
五
ッ

　
　
　

五
拾
壱
石
八
斗
七
合　
　
　
　
　
　
　

田
方

　
　
　
　

此
取
弐
拾
五
石
九
斗
三
升
五
合

　

中
弐
ッ
五
歩

　
　
　

七
拾
四
石
七
斗
六
升

　
　
　
　

此
取
拾
八
石
六
斗
九
合

　

下
壱
ッ
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八
石
三
斗
八
升

　
　
　
　

此
取
八
斗
三
升
八
合

　

五
ッ

　
　
　

拾
八
石
五
斗
三
升　
　
　
　
　
　
　
　

屋
敷

　
　
　
　

此
取
九
石
弐
斗
六
升
五
合

　

取
合
五
拾
四
石
七
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　
　

高
二
付
六
歩
五
厘
七
毛
三
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
付
三
ッ
五
歩
六
厘
四
毛

　
　
　
　
　
　
　
　

内

　
　
　
　
　
　

五
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆
納

　
　
　
　
　
　

拾
六
石
四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
ケ
一
銀
納

　
　
　
　
　
　

三
拾
弐
石
八
斗
弐
升
八
合　
　
　
　
　

米
納

　
　
　
　
　
　
　
　

右
之
外

　
　
　
　
　

一
米
三
斗
見
取　

以
上

　
　
　

寛
永
十
年

　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
吉
日　
　

藤
次
郎　

印

　
「
永
荒
」
に
続
け
て
「
新
池
底
共
」
と
あ
る
の
で
、
寛
永
七
年
の
免
定
か
ら
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
「
新
池
」
は
、
以
後
は
「
永
荒
」
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
ヶ
村
全
体
に
占
め
る
西
喜
連
村
の
永
荒
の
割
合
は
、
約
四
五
％
と
な
る
。
先
の
「
新

池
」
が
「
西
池
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
喜
連
村
の
永
荒
地
の
大
部
分
が
こ
の

池
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
年
の
免
定
で
目
を
引
く
の
は
、「
当
付
荒
」
が
六
一
九
・
五
四
六
石
に
も
上
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
村
高
全
体
の
約
七
四
％
に
当
た
る
。「
川
な
り
」
と
記
さ

れ
る
よ
う
に
、
原
因
は
洪
水
で
あ
っ
た
。
村
田
路
人
『
近
世
大
阪
災
害
年
表
』（注
三
）に
は
、

こ
の
年
八
月
に
「
柏
原
村
・
船
橋
村
・
国
府
村
に
て
大
和
川
・
石
川
堤
防
決
壊
」
と
の

記
載
が
見
え
る
。
当
時
は
大
和
川
付
け
替
え
以
前
で
あ
り
、
東
除
川
水
系
に
あ
っ
た
喜

連
村
周
辺
も
洪
水
の
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
村
高
に
し
て
約
四
分

の
三
に
相
当
す
る
部
分
が
水
没
す
る
と
い
う
大
被
害
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
年
の
年
貢
率
は
、
高
免
で
六
・
五
七
三
％
と
、
こ
の
前
後
の
時
期
で
は
最
低
を

記
録
し
て
い
る
。
一
方
で
毛
付
免
は
三
五
・
六
四
％
で
あ
り
、
低
く
は
あ
る
が
一
定
水

準
の
率
に
達
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
領
主
側
と
し
て
も
、
水
害
の

被
害
は
考
慮
し
つ
つ
、
最
低
限
の
収
入
は
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
年
貢
の
内
訳
を
見
る
と
、
田
方
の
上
・
中
・
下
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
畠
方
の

記
載
が
な
い
。
免
定
の
記
載
を
見
る
限
り
で
は
畠
が
な
く
田
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
西
喜
連
村
の
耕
地
の
実
態
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
可
能
性
と

し
て
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
畠
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
さ
さ
か
不
自
然
に

思
え
る
。
こ
の
年
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
水
害
の
た
め
畠
が
壊
滅
し
て
「
付
荒
」
と

な
っ
た
可
能
性
も
考
え
う
る
が
、
以
後
、
寛
永
十
三
年
に
至
る
ま
で
免
定
に
畠
は
記
載

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
も
あ
り
え
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
納
入
内
訳
に
は
、
大
豆
納
・
三
ヶ
一
銀
納
・
米
納
の
三
種
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
大
豆
納
と
三
ヶ
一
銀
納
は
、
畠
年
貢
に
相
当
す
る
と
理
解
さ

れ
て
い
る
が
、
耕
地
の
内
訳
に
畠
が
な
い
場
合
で
も
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
耕
地
の
実
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
貢
納
入
の
方
法
が
定
式
化
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
方
、「
屋
敷
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
増
池
家
文
書
の
年
貢
免

定
の
な
か
で
は
、
こ
の
年
に
だ
け
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
年
貢
率
も
上
田
と
同
じ
五
〇

％
と
高
率
で
あ
り
、
年
貢
高
も
九
・
二
六
五
石
と
、
年
貢
全
体
の
約
一
七
％
に
当
た
っ

て
い
る
。
こ
の
年
限
り
の
特
殊
事
情
と
言
え
そ
う
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
・
理
屈
で
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こ
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
か
、
関
心
が
も
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
お
、「
屋
敷
」
分
の
年
貢
に
つ
い
て
は
、
米
の
収
穫
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
銀

納
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
納
入
内
訳
の
ど
ち
ら
の
数
字
に
も
合
致
し
て
い
な
い
。

こ
の
点
か
ら
も
、
収
穫
の
実
態
と
納
入
方
法
の
割
り
当
て
と
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

次
は
寛
永
十
二
年
分
の
免
定
で
あ
る
。
全
文
を
掲
載
す
る
。

　
（
史
料
七
）

　
　
　
　

亥
之
年
御
物
成
之
事

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　

内
五
拾
九
石
四
斗
三
升
八
合　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

百
三
拾
八
石
五
斗
弐
合　
　
　
　
　

当
付
荒

　
　

残
六
百
三
拾
石
四
升　
　
　
　
　
　
　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

　

六
ッ
弐
歩

　
　
　

四
百
七
拾
五
石
七
升
五
合

　
　
　
　

此
取
弐
百
九
拾
四
石
五
斗
四
升
六
合

　

四
ッ

　
　
　

九
石
七
斗
弐
升
五
合　
　
　
　
　
　
　

中

　
　
　
　

此
取
三
石
八
斗
九
升

　

三
ッ

　
　
　

四
拾
三
石
八
斗
六
升
四
合　
　
　
　
　

中
下

　
　
　
　

此
取
拾
三
石
壱
斗
五
升
九
合

　

弐
ッ

　
　
　

五
拾
三
石
七
斗
壱
升
四
合　
　
　
　
　

下

　
　
　
　

此
取
拾
石
七
斗
四
升
三
合

　

三
ッ

　
　
　

四
拾
七
石
六
斗
六
升
弐
合　
　
　
　
　

下
々

　
　
　
　

此
取
四
石
七
斗
六
升
六
合

　

取
合
三
百
弐
拾
七
石
壱
斗
四
合　
　
　
　
　
　
　

高
二
付
三
ッ
九
歩
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
付
五
ッ
壱
歩
九
厘
壱
毛

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　

拾
六
石
四
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆

　
　
　

六
拾
弐
石
壱
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
分
一
銀
納

　
　
　

弐
百
四
拾
八
石
六
斗
四
合　
　
　
　
　

米

　
　
　

寛
永
拾
弐
年　

十
一
月
吉
日　
　

平
野
藤
次
郎　

印

　

寛
永
十
二
年
の
免
定
で
目
を
引
く
の
は
、
年
貢
収
納
の
内
訳
に
「
五
分
一
銀
納
」
が

表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
新
修
大
阪
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
畿
内
で
は
、
元
和
五
年

以
降
に
「
十
分
一
大
豆
」「
五
ヶ
一
銀
」
と
し
て
定
率
化
が
は
じ
ま
り
、
寛
永
元
年
か

ら
五
年
に
か
け
て
「
十
分
一
大
豆
銀
納
」「
三
分
一
銀
納
」
と
し
て
定
着
し
た
と
さ
れ
る
。

喜
連
村
の
す
ぐ
東
に
位
置
す
る
出
戸
村
で
は
、
元
和
七
年
か
ら
「
拾
分
一
大
豆
銀
納
」

と
「
五
ヶ
一
銀
納
」
が
現
れ
て
お
り
、
同
じ
頃
に
「
三
分
一
銀
納
」
の
定
着
が
あ
っ
た

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
で
は
、
寛
永
一
〇
年
ま
で
「
三
分
一
銀
納
」

が
続
い
た
後
、（
寛
永
十
一
年
は
納
入
内
訳
の
記
載
が
な
い
た
め
不
明
）
寛
永
十
二
年

に
「
五
分
一
銀
納
」
と
な
っ
て
い
る
。
寛
永
元
年
以
前
の
史
料
を
欠
く
た
め
、
他
地
域

と
同
じ
よ
う
に
、「
五
分
一
銀
納
」
か
ら
「
三
分
一
銀
納
」
に
転
じ
た
あ
と
、
再
び
「
五
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分
一
銀
納
」
と
な
っ
た
の
か
、
こ
の
と
き
始
め
て
「
五
分
一
銀
納
」
が
現
れ
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
寛
永
十
四
年
ま
で
「
五
分
一
銀
納
」
が
続
き
、
寛
永
十
五
年

か
ら
は
「
三
分
一
銀
納
」
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
広
く
見
ら
れ
た
こ
と

な
の
か
、
喜
連
村
固
有
の
事
情
で
あ
っ
た
の
か
は
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
見
た
よ
う
に
、
喜
連
村
で
は
、
米
納
年
貢
の
一
部
を
銀
納
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
を

す
で
に
実
現
し
て
お
り
、
総
じ
て
銀
納
の
志
向
が
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
三

分
一
銀
納
」
と
「
五
分
一
銀
納
」
の
経
過
は
、
領
主
側
と
村
側
の
せ
め
ぎ
合
い
の
現
れ

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
に
寛
永
十
三
年
の
免
定
を
見
る
。

　
（
史
料
八
）

　
　
　
　

子
年
御
物
成
之
事

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　

内
五
拾
九
石
四
斗
三
升
八
合　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

八
拾
八
石
七
斗
七
升
八
合　
　
　
　

当
付
荒

　
　

残
高
六
百
七
拾
九
石
七
斗
六
升
四
合　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

　

六
ッ
弐
歩

　
　
　

六
百
弐
拾
四
石
弐
升
四
升

　
　
　
　

此
取
三
百
八
拾
七
石
弐
升
九
合

　

中
三
ッ

　
　
　

拾
八
石
九
斗
九
升
四
合

　
　
　
　

此
取
五
石
六
斗
九
升
八
合

　

下
壱
ッ
弐
歩

　
　
　

三
拾
六
石
五
斗
三
升

　
　
　
　

此
取
四
石
三
斗
八
升
四
合

　

取
合
三
百
九
拾
七
石
壱
斗
壱
升　
　
　
　
　
　
　

高
二
付
四
ッ
七
歩
九
厘
六
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
付
五
ッ
八
歩
四
厘
弐
毛

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　

弐
拾
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆
納

　
　
　

七
拾
五
石
五
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀
子
納

　
　
　

三
百
壱
石
六
斗
壱
升　
　
　
　
　
　
　

米

　

寛
永
拾
三
年　

十
一
月
吉
日　
　

平
野
藤
次
郎　

印

　

寛
永
十
三
年
に
つ
い
て
は
、
次
に
記
す
よ
う
な
皆
済
目
録
が
残
っ
て
い
る
。

　
（
史
料
九
）

　
　
　
　
　

子
年
御
物
成
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摂
州
欠
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
喜
連
村　

作
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

善
左
衛
門

　
　

取
合
三
百
九
拾
七
石
壱
斗
壱
升
定

　
　
　
　
　

内

　
　
　

弐
拾
石
は　
　
　
　
　
　
　

大
豆
銀
納
但
石
二
五
拾
匁
替
内
拾
石
御
蔵
詰
也

　
　
　

七
拾
五
石
五
斗
ハ　
　
　
　

五
ヶ
一
銀
納
但
石
二
五
拾
匁
替

　
　
　

三
百
壱
石
六
斗
壱
升　
　
　
　
　

米
納

　
　
　
　

右
渡
合
三
百
九
拾
七
石
壱
斗
壱
升
皆
済
依
如
件

　
　

寛
永
廿
年
未　

二
月
吉
日　
　

平
野
藤
次
郎　

印
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表
題
に
は
「
子
年
御
物
成
之
事
」
と
だ
け
記
さ
れ
、
何
年
の
も
の
か
記
載
が
な
い
が
、

免
定
と
の
対
比
に
よ
り
、
寛
永
十
三
年
分
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
問
題
と
な
る

の
は
、
年
月
日
で
あ
ろ
う
。
寛
永
二
〇
年
二
月
と
あ
る
か
ら
、
免
定
が
出
さ
れ
て
か
ら

六
年
余
り
の
時
間
を
経
て
皆
済
目
録
が
発
行
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、『
新
修
大
阪
市
史
』
に
は
、
六
反
村
の
例
と
し
て
、
元
和
七
年

分
の
年
貢
に
つ
い
て
、
元
和
八
年
に
大
坂
御
蔵
詰
の
分
を
納
入
し
、
残
り
を
寛
永
二
年

ま
で
に
農
民
の
手
で
換
銀
・
納
入
し
た
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
換

銀
分
の
納
入
を
も
っ
て
皆
済
と
さ
れ
て
お
り
、
皆
済
ま
で
に
一
定
の
時
間
が
か
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

西
喜
連
村
の
場
合
は
、
大
豆
一
石
あ
た
り
銀
五
〇
匁
で
換
銀
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、
や
は
り
銀
で
納
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
大
豆
銀
納
二
〇
石
の
う
ち
、

一
〇
石
は
「
御
蔵
詰
」
と
あ
る
か
ら
、
現
物
で
も
納
入
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
、
六
年
余
と
い
う
時
間
は
ず
い
ぶ
ん
長
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
通
例
で
あ
っ

た
の
か
、
こ
の
時
だ
け
の
特
殊
事
情
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
の
史
料
だ
け
で
は
判
断
が

つ
か
な
い
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
年
貢
免
定
に
は
、
納
入
期
日
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
こ
の
点
も
皆
済
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
新
修
大
阪
市
史
』
で
は
、
寛
永
二
年
の
玉
造
蔵
・
二
条
蔵
の
創
設
以
来
、
農
民
の

手
に
よ
る
年
貢
米
の
貨
幣
化
は
終
息
に
向
か
う
と
さ
れ
、
十
八
条
村
の
事
例
で
は
、
寛

永
十
五
年
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
と
し
て
い
る
。
西
喜
連
村
の
場
合
は
、
年
貢
米

で
は
な
く
大
豆
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
時
期
的
に
は
ほ
ぼ
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
る
が
、
米
と
大
豆
と
で
違
い
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
課
題
と
い
え
よ

う
。

　

ま
た
、
西
喜
連
村
の
郡
名
と
し
て
「
欠
郡
」
と
表
示
さ
れ
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き

た
い
。

　

欠
郡
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
史
料
に
見
ら
れ
る
郡
名
で
、
古
代

に
お
け
る
東
生
・
西
成
・
百
済
・
住
吉
の
四
郡
の
地
域
を
総
称
す
る
地
名
と
さ
れ
る
。

郡
名
の
由
来
に
は
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、
他
の
郡
よ
り
も
遅
れ
て
成
立
し
、
早
く
に
廃

絶
し
た
百
済
郡
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
故
地
で
あ
っ
た
東
成
・
住
吉
の

両
郡
を
含
む
地
域
の
名
称
と
し
て
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
増
池
家
文
書
に
残
さ
れ
た

年
貢
免
定
で
は
、
寛
文
年
間
以
後
、
最
も
年
次
の
新
し
い
元
禄
十
六
年
分
ま
で
、
こ
の

表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
翌
寛
永
十
四
年
分
の
免
定
を
見
る
。

　
（
史
料
一
〇
）

　
　
　
　
　

丑
年
御
物
成
之
事

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　

内
五
拾
九
石
四
斗
三
升
八
合　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

拾
三
石
壱
斗
壱
斗
壱
升
三
合　
　
　

当
付
荒

　
　
　

残
七
百
五
拾
五
石
四
斗
弐
升
九
合　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

　

七
ッ
弐
歩

　
　
　

四
百
弐
拾
壱
石
四
斗
九
升
弐
合　
　
　

田
方

　
　
　
　

此
取
三
百
三
石
四
斗
七
升
四
合

　

下
壱
ッ

　
　
　

拾
三
石
弐
斗
八
合　
　
　
　
　
　
　
　

田
方

　
　
　
　

此
取
五
石
六
斗
九
升
八
合

　

五
ッ
弐
歩
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三
百
弐
拾
石
七
斗
弐
升
九
合　
　
　
　

畠
方

　
　
　
　

此
取
百
六
拾
六
石
七
斗
七
升
九
合

　
　

取
合
四
百
七
拾
壱
石
五
斗
七
升
三
合　
　
　
　

高
二
五
ッ
六
歩
九
厘
五
毛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
六
ッ
二
歩
四
厘
二
毛

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　

弐
拾
三
石
六
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆
銀
納

　
　
　

九
拾
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
歩
一
銀
納

　
　
　

三
百
五
拾
七
石
九
斗
七
升
三
合　
　
　

米
納

　

右
外
米
弐
石
五
斗
八
升
六
合
見
取

　
　
　

寛
永
拾
四
年　

十
月
吉
日　
　

平
野
藤
次
郎　

印

　

前
年
か
ら
の
大
き
な
違
い
は
、
耕
地
の
内
訳
に
、
寛
永
一
〇
年
以
後
、
記
載
が
な
か
っ

た
「
畠
」
が
現
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
文
字
通
り
に
受
け
取
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
田
だ
っ

た
耕
地
が
畠
に
転
換
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
村
の
延
宝
検
地
帳
（
増
池
家
文

書
）
に
記
さ
れ
た
「
古
検
」（
文
禄
検
地
の
高
）
で
は
、
田
方
の
計
三
十
三
町
七
反
四

畝
二
十
八
歩
、
畠
方
計
二
十
一
町
三
高
反
四
畝
二
十
一
歩
余
が
記
さ
れ
て
お
り
、
面
積

比
で
約
四
〇
％
の
畠
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
三
か
村
を
合
わ
せ
て
免
定
が
発
給
さ
れ
て
い
た
寛
永
八
年
以
前

に
は
田
と
畠
の
区
分
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
喜
連
村
単
独
で
免
定
が
発
給
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
寛
永
一
〇
年
か
ら
十
三
年
に
関
し
て
は
、
こ
の
区
分
が
な
い
。
つ

ま
り
、
こ
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
耕
地
を
「
田
」
と
み
な
す
形
で
年
貢
が
賦
課

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
限
ら
れ
た
時
期
の
特
殊
事
情
と
い
え
そ
う
だ
が
、

な
ぜ
実
態
と
異
な
る
形
で
の
扱
い
と
な
っ
た
の
か
、
詳
し
い
理
由
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、
寛
永
十
四
年
に
扱
い
が
変
更
さ
れ
た
（
戻
さ
れ
た
）
事
情
に
つ
い
て
も
不
明
で

あ
る
。

　

こ
れ
以
後
、
免
定
の
上
で
畠
の
高
に
つ
い
て
は
変
動
が
な
い
。
検
見
に
よ
っ
て
毎
年

の
豊
凶
が
細
か
く
掌
握
さ
れ
る
田
に
対
し
て
、
畠
に
つ
い
て
は
、
登
録
さ
れ
た
高
の
通

り
に
収
穫
が
あ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
年
貢
が
賦
課
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

田
に
関
し
て
は
、
等
級
分
け
に
よ
っ
て
細
か
な
把
握
が
行
わ
れ
て
い
る
。
寛
永
一
〇

年
か
ら
二
一
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
を
次
に
見
る
。

寛
永
一
〇
年　
「
上
・
中
・
下
」　　
　
　
　
　
　
　

三
区
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
た
だ
し
、「
畠
」
が
な
く
「
屋
敷
」
が
あ
る

寛
永
十
一
年　
「（
上
）・
中
上
・
中
・
下
・
下
々
」　

五
区
分

寛
永
十
二
年　
「（
上
）・
中
・
中
下
・
下
・
下
々
」　

五
区
分

寛
永
十
三
年　
「（
上
）・
中
・
下
」　　
　
　
　
　
　

三
区
分

※
こ
の
年
ま
で
「
畠
」
記
載
な
し

寛
永
十
四
年　
「（
上
）・
下
」　　
　
　
　
　
　
　
　

二
区
分

※
こ
の
年
か
ら
「
畠
」
記
載
あ
り

寛
永
十
五
年　
「（
上
）・
下
」　　
　
　
　
　
　
　
　

二
区
分

寛
永
十
六
年　
「（
上
）・
中
・
下
・
下
々
」　　
　
　

四
区
分

寛
永
十
七
年　
「（
上
）・
中
・
下
」　　
　
　
　
　
　

三
区
分

寛
永
十
八
年　

※
「
田
方
」
で
一
律
、
区
分
な
し

寛
永
十
九
年　

※
五
区
分
、
個
々
の
区
分
名
な
し

寛
永
二
〇
年　

※
四
区
分
、
個
々
の
区
分
名
な
し

寛
永
二
一
年　
「
上
・
中
・
下
・
下
々
」　　
　
　
　

四
区
分

正
保
二
年　
　

※
「
田
方
」
で
一
律
、
区
分
な
し

正
保
三
年　
　

※
「
田
方
」
で
一
律
、
区
分
な
し
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正
保
四
年　
　
「（
上
）・
中
・
下
・
下
々
」　　
　
　

四
区
分

慶
安
元
年　
　

※
「
田
方
」
で
一
律
、
区
分
な
し

慶
安
二
年　
　
「
上
・
中
・
下
・
下
々
」　　
　
　
　

四
区
分

慶
安
三
年　
　

※
「
田
方
」
で
一
律
、
区
分
な
し

　

以
上
の
よ
う
に
、
田
方
の
区
分
に
つ
い
て
、
年
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
激
し
い
こ
と

が
わ
か
る
。
細
か
く
見
る
と
、
寛
永
一
〇
年
代
前
半
に
は
、「
中
上
」
や
「
中
下
」
な

ど
中
間
的
な
区
分
も
見
ら
れ
る
が
、
寛
永
末
年
か
ら
慶
安
年
間
に
か
け
て
は
、「
上
・
中
・

下
・
下
々
」
の
四
区
分
、
ま
た
は
「
田
方
」
と
し
て
一
律
に
ま
と
め
る
、
と
い
う
形
式

に
収
束
し
て
い
く
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

　

個
々
に
見
ら
れ
る
中
間
的
な
区
分
は
、
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
等
級
と
は
異
な
る
基

準
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
検
見
の
た
び
ご
と
に
、
実
情
に
合
わ
せ
た
区
分
を
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
寛
永
十
九
年
の
年
貢
免
定
を
挙
げ
て
お
く
。

　
（
史
料
十
一
）

　
　
　
　
　

午
御
物
成
之
事

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升　
　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　

内
五
拾
九
石
四
斗
三
升
八
合　
　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

弐
拾
三
石
六
斗
弐
升
三
合　
　
　
　
　

当
付
荒

　
　
　

残
七
百
五
拾
四
石
九
斗
壱
升
九
合　
　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

六
ッ
九
歩

　
　
　

弐
百
四
拾
七
石
九
斗
三
升
七
合　

此
取
百
七
拾
壱
石
六
升
三
合

　

五
ッ

　
　
　

四
拾
壱
石
五
合　
　
　
　
　
　
　

此
取
弐
拾
石
五
斗
弐
合

　

三
ッ
五
歩

　
　
　

六
拾
八
石
壱
斗
七
升
八
合　
　
　

此
取
弐
拾
三
石
八
斗
六
升
三
合

　

弐
ッ

　
　
　

六
拾
三
石
八
斗
六
升
六
合　
　
　

此
取
拾
弐
石
七
斗
七
升
三
合

　

壱
ッ

　
　
　

九
石
五
斗
三
升
七
合　
　
　
　
　

此
取
九
斗
五
升
三
合

　

四
ッ
畑
方

　
　
　

三
百
弐
拾
四
石
四
斗
壱
升
六
合　

此
取
百
弐
拾
九
石
七
斗
六
升
六
合

　

取
合
三
百
五
拾
八
石
九
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　

高
二
四
ッ
三
歩
四
厘
四
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
二
五
ッ
壱
歩
六
厘
一
毛

　
　
　
　
　
　

内

　
　
　

三
拾
五
石
六
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
豆
銀
納

　
　
　

百
拾
九
石
八
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
ヶ
一
銀
納

　
　
　

弐
百
三
石
弐
斗
弐
升　
　
　
　
　
　
　

米
納

　

右
之
外

一
米
七
斗
九
升　
　

当
見
取
年
々
高
下
有
之

右
之
通
庄
屋
年
寄
百
姓
中
不
残
立
相
免
割

無
高
下
様
ニ
無
御
座
候
也

　
　

寛
永
拾
九
年　

閏
九
月
吉
日　
　

平
野
藤
次
郎　

印

　

末
尾
の
「
右
之
通
庄
屋
年
寄
百
姓
中
不
残
立
相
免
割
無
高
下
様
ニ
無
御
座
候
也
」
と
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い
う
文
言
は
、
こ
の
年
に
始
め
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、『
新
修
大
阪
市
史
』
で
は
、
六
反
村
の
元
和
三
年
の
年
貢
免
定

に
「
大
小
百
姓
た
ち
相
無
相
違
可
勘
定
者
成
」
の
文
言
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
木
津
村

の
元
和
六
年
の
年
貢
免
定
に
も
同
様
の
文
章
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
年
貢
の
免
割
と

納
入
・
皆
済
が
、
庄
屋
・
年
寄
の
個
人
的
な
責
任
で
行
わ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
、
検
地

名
請
人
全
体
の
責
任
で
完
済
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
西
喜
連
村
で
は
、
二
〇
年
以
上
下
っ
た
寛
永
十
九
年
に
初
出
を
見
る
。

こ
れ
が
、
単
に
文
書
の
形
式
上
の
問
題
で
あ
る
の
か
、
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る

の
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
が
、
代
官
の
施
政
方
針
や
村
の
個
別
事
情
に

起
因
し
て
、
状
況
が
違
っ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
西
喜
連
村
の
年
貢
免
定
で
、
納
入
期
限
が
明
示
さ
れ
る
の
は
、
慶
安
元
年
分

が
初
出
で
あ
る
。（「
右
之
通
庄
屋
年
寄
小
百
姓
不
残
立
合
無
高
下
致
免
割
極
月
十
五
日

以
前
ニ
急
度
可
皆
済
者
也
」）
先
に
見
た
よ
う
に
、
寛
永
十
三
年
分
の
年
貢
が
寛
永

二
〇
年
に
皆
済
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
付
け
れ
ば
、
西
喜
連
村
で
は
、
こ
の
時
期
ご

ろ
に
農
民
に
よ
る
年
貢
の
換
銀
・
納
入
が
終
息
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
点
も
、
大
阪
市
内
の
他
の
村
の
事
例
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
村
ご
と
の
個
別
事
情
を

再
検
討
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
。

　

本
節
の
最
後
に
、
慶
安
三
年
分
の
免
定
を
掲
げ
て
お
く
。

　
（
史
料
十
二
）

　
　
　
　

寅
年
御
物
成
之
事

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升　
　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　

内
五
拾
九
石
四
斗
三
升
八
合　
　
　
　
　

永
荒

　
　
　
　

四
拾
七
石
七
斗
四
升
弐
合　
　
　
　
　

当
水
押
皆
無

　

残
高
七
百
弐
拾
石
八
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　

毛
付

　
　
　
　
　
　

内

　

三
ッ

　
　

百
五
拾
七
石
七
斗
五
升　
　
　
　
　
　
　
　

当
水
漬
田

　
　

此
取
四
拾
七
石
三
斗
弐
升
五
合

　

六
ッ
七
歩
八
厘

　
　

弐
百
三
拾
八
石
六
斗
三
升
四
合　
　
　
　
　

田
方

此
取
百
六
拾
壱
石
七
斗
九
升
弐
四
合

　

四
ッ

　
　

三
百
弐
拾
四
石
四
斗
三
升
六
合　
　
　
　
　

畑
方

　
　

此
取
百
弐
拾
九
石
七
斗
六
升
六
合

　

取
合
三
百
三
拾
八
石
四
斗
八
升
五
合　
　
　
　

高
二
四
ッ
九
厘
弐
毛
八

　

右
之
外

一
米
壱
石
弐
斗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
見
取

　

右
之
通
庄
屋
年
寄
小
百
姓
不
残
立
合
無

　

高
下
致
免
割
極
月
十
五
日
以
前
二
急
度

　

皆
済
可
仕
者
也

　
　

慶
安
三
年
寅
霜
月
十
一
日　
　

平
野
藤
次
郎　

印

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
年
に
は
洪
水
が
あ
り
、
四
七
・
七
四
二
石
が
「
当
水
押
皆
無
」

と
し
て
年
貢
賦
課
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
毛
付
の
内
訳
に
は
「
当
水
漬

田
」
一
五
七
・
七
五
石
に
対
し
て
、
四
七
・
三
二
五
石
、
率
に
し
て
三
〇
％
の
年
貢
賦
課
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が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
推
測
す
る
に
、「
水
漬
田
」
と
は
、
水
没
し
た
も
の
の
一
定
の

収
穫
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
田
な
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
収
穫
で
き
た
米
の
品
質

は
劣
悪
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
田
方
の
年
貢
率
（
六
七
・
八
％
）
の
半
分
以
下
の
賦
課

率
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
村
高
に
対
し
て
約
十
九
％
、
毛
付
高
に
対
し
て
約

二
十
二
％
、
取
米
の
中
で
約
十
四
％
を
占
め
て
お
り
、
年
貢
収
入
確
保
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
全
面
免
除
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
寛
文
年
間
の
年
貢
免
定
と
西
喜
連
村

　

増
池
家
文
書
の
年
貢
免
定
は
、
慶
安
四
年
か
ら
寛
文
六
年
ま
で
の
十
七
年
分
を
欠
い

て
い
る
。
こ
れ
が
、
偶
然
で
あ
る
の
か
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
る
も
の
か
は
明
ら
か
で

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
間
の
時
期
の
変
化
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。

　

次
の
史
料
は
、
寛
文
一
〇
年
分
の
年
貢
免
定
で
あ
る
。

　
（
史
料
十
三
）

　
　
　
　

戌
歳
免
定
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摂
州
欠
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
喜
連
村

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升

　
　

内
五
拾
八
石
九
斗
六
升　
　
　
　

永
荒

　
　
　

外
四
斗
七
升
八
合　
　

永
荒
ノ
内
開
当
戌
年
よ
り
毛
付
高
ニ
入

　

残
高
七
百
六
拾
九
石
弐
升　
　
　
　

毛
付

　
　

此
取
三
百
三
拾
八
石
三
斗
六
升
九
合

　
　
　
　
（
貼
紙
）

　
　
　
　
「
高
四
つ
八
厘
七
毛
内

　
　
　
　

毛
四
つ
四
分
な
ら
し

　
　
　
　

但
畑
方
三
つ
六
分
取
」

一
米
弐
石
四
升　
　

当
見
取
年
々
高
下
有
之

　

取
合
三
百
四
拾
石
七
斗
六
升
九
合

　

右
之
通
庄
屋
年
寄
小
百
姓
不
残
立
合

　

睦
致
免
割
来
ル
極
月
十
五
日
以
前

　

急
度
可
皆
済
者
也

　

寛
文
拾
年
未
十
月
廿
五
日　
　

平
野
藤
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
百
姓
中

　

寛
文
年
間
の
年
貢
免
定
の
形
式
は
、
各
年
を
通
じ
て
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
。
記

載
内
容
・
形
式
の
特
長
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

　

①
耕
作
地
の
区
分
は
、
田
方
と
畑
方
で
分
け
ら
れ
る
だ
け
で
、
上
中
下
の
田
の
等
級

は
記
載
さ
れ
な
い
。

　

②
納
入
内
訳
は
本
紙
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い

　

③
寛
文
九
年
以
後
は
、
宛
名
が
「
惣
百
姓
中
」
と
明
記
さ
れ
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
間
が
空
い
て
い
る
も
の
の
、
慶
安
年
間
ご
ろ
の
傾
向
を
踏
襲
し
た

結
果
と
い
え
よ
う
。
翻
刻
を
掲
げ
た
寛
文
一
〇
年
分
で
は
、
こ
の
部
分
が
本
文
に
は
記

さ
れ
ず
に
貼
紙
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
高
免
、
毛
付
免
、
お
よ
び
畑
方
の
免
だ
け

が
書
か
れ
、
田
方
の
免
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
、
最
も
簡
略
化
さ
れ
た
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形
式
と
言
っ
て
よ
い
。

　

②
も
貼
紙
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
寛
文
十
一
年
分
に
こ
れ
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に

は
「
三
拾
弐
石
六
斗　

大
豆
銀
納
／
此
内
大
豆
納
可
在
之
」
と
大
豆
の
現
物
で
納
入
を

命
ぜ
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
前
項
で
触
れ
た
年
貢
納
入
の
責
任
が
、
村
の
有
力
者
か
ら
名
請
人

全
体
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
『
新
修
大
阪
市
史
』

で
例
示
さ
れ
た
、
市
内
の
他
村
よ
り
も
遅
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

五
、
元
禄
年
間
の
年
貢
免
定
と
西
喜
連
村

　

増
池
家
文
書
に
残
る
年
貢
免
定
は
、
延
宝
元
年
分
か
ら
元
禄
元
年
分
の
十
六
年
分
を

欠
い
て
い
る
。
こ
の
あ
と
元
禄
年
間
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
欠
落
す
る
年
次
も
あ
る

が
、
元
禄
十
六
年
分
ま
で
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
元
禄
二
年
分
を
次
に
掲
げ
る
。

　
（
史
料
十
四
）

　
　
　
　

摂
州
欠
郡
西
喜
連
村
巳
御
年
貢
割
付

一
高
八
百
弐
拾
七
石
九
斗
八
升　
　

本
田

　
　
　
　

内
七
拾
石
九
斗
壱
升
三
合　

新
検
ニ
減
ス

　
　
　

五
拾
八
石
九
斗
六
升　
　

永
荒

　

内　

六
升　
　
　
　
　
　
　
　

郷
蔵
屋
敷

　
　
　

百
三
石
七
斗
六
升
弐
合　

当
水
損
検
見
引

　

残
六
百
六
拾
五
石
壱
斗
九
升
八
合　

毛
付

　
　

此
取
三
百
弐
拾
九
石
五
斗
三
升
六
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
三
ツ
九
分
八
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畑
方
同
□

　
　
　
　
　
　
　
　
（
貼
紙
）「
有
高
ニ
四
ツ
九
分
五
リ
四
毛
内
ニ
当
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
合
不
足　

算
□
又
無
相
違
候
」

　

一
米
壱
石
四
斗
弐
升
壱
合　
　
　

当
見
取

取
米
合
三
百
三
拾
石
九
斗
五
升
七
合

　
　
　
　

納
訳

　
　

三
拾
三
石
九
升
六
合　
　
　
　

拾
分
一
大
豆
銀
納

　
　

百
拾
石
三
斗
壱
升
九
合　
　
　

三
分
一
銀
納

　
　

百
八
拾
七
石
五
斗
四
升
弐
合　

米
納

　

右
之
通
当
御
成
ヶ
相
極
之
処

　

村
中
大
小
百
姓
立
合
無
高
下

　

致
免
割
来
極
月
廿
日
以
前

　

可
致
皆
済
若
於
令
難
渋
者

　

急
度
可
申
付
者
也

　

元
禄
二
年
巳
十
一
月　
　
　

六
郎
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
喜
連
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
姓　

中

　

こ
の
時
期
の
最
も
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
直
前
に
延
宝
検
地
を
経
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
年
貢
免
定
の
文
言
に
も
、
そ
れ
を
反
映
し
た
記
載
が
見
ら
れ
る
。
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元
禄
二
年
分
の
年
貢
免
定
に
従
え
ば
、

　

文
禄
検
地
の
村
高
（「
高
」）　　
　
　
　
　
　
　

八
二
七
・
九
八
〇
石

　
　
　

↓

　

延
宝
検
地
に
よ
る
補
正
（「
新
検
ニ
減
ス
」）　　
　

七
〇
・
九
一
三
石

　
　
　

↓

　

差
引
き　

※
記
載
な
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
五
七
・
〇
六
七
石

　
　
　

↓

　

ア　

永
荒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
八
・
二
六
五
石

　

イ　

郷
蔵
屋
敷
敷
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
・
〇
六
〇
石

　

ウ　

当
年
の
水
損
引
高　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
三
・
七
六
二
石

　
　
　

↓

　
「
新
検
高
」
か
ら
ア
・
イ
・
ウ
を
差
引
（「
残
」）
六
六
五
・
一
九
八
石

と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

　

翌
元
禄
三
年
の
免
定
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
形
式
で
あ
る
が
、
細
か
な
点
で
違
い
が

見
ら
れ
る
。

　

一
点
目
は
、
元
禄
二
年
の
免
定
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
「
新
検
高
」
が
書
か
れ
て

い
る
こ
と
、
二
点
目
は
、
元
禄
二
年
の
「
永
荒
」
に
対
応
す
る
部
分
が
、
元
禄
三
年
で

は
「
四
石
弐
斗
六
升
五
合　

新
検
以
後
荒
／
外
五
拾
四
石
六
斗
九
升
五
合　

古
荒
減
」

と
区
分
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
点
目
に
関
し
て
は
、
元
禄
二
年
の
永
荒
高
は
、
そ

れ
以
前
の
高
と
同
じ
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
「
新
検
（
延
宝
検
地
）」
に
よ
る
変

化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
元
禄
三
年
で
は
、
延
宝
検
地
で
あ
ら
た
め
て
認

定
さ
れ
た
「
荒
」（「
新
検
以
後
荒
」）
だ
け
が
年
貢
免
除
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
（「
古

荒
」）
は
年
貢
賦
課
の
対
象
と
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、「
永
荒
」
と
さ
れ
て
き
た
土
地
の

中
で
、
開
墾
等
に
よ
っ
て
耕
作
可
能
に
な
っ
た
部
分
が
あ
り
、
延
宝
検
地
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
確
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延
宝
検
地
に
よ
る
村
高
の
補
正
は
、
遅
く
と
も

元
禄
二
年
ま
で
に
は
実
施
さ
れ
た
が
、「
永
荒
」
に
関
し
て
は
、
少
し
遅
れ
て
元
禄
三

年
に
見
直
し
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

元
禄
四
・
五
年
の
免
定
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
禄
六
年
の
免
定
に
は
、
こ
う
し

た
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
延
宝
検
地
に
伴
う
年
貢
賦
課
の
過
渡
的
な
状
況
は
、

遅
く
と
も
元
禄
六
年
ま
で
に
は
解
消
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
の
年
貢
免
定
を
年
代
順
に
見
て
き
た
。
そ

の
中
で
た
び
た
び
指
摘
し
た
よ
う
に
、
周
辺
他
村
に
比
べ
て
、
文
書
の
記
載
内
容
や
形

式
、
農
民
に
よ
る
年
貢
米
の
換
銀
の
終
息
、
五
分
一
銀
の
出
現
と
終
了
な
ど
、
遅
れ
て

登
場
、
あ
る
い
は
長
く
続
い
て
い
る
事
項
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
西
喜
連

村
（
喜
連
村
）
の
独
自
性
で
あ
っ
た
の
か
、
も
う
少
し
広
く
一
般
化
で
き
る
も
の
な
の

か
は
、
こ
の
場
の
限
り
で
は
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
前

期
に
お
け
る
大
坂
周
辺
農
村
研
究
に
と
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と

考
え
ら
れ
、
今
後
も
追
及
を
深
め
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。

六
　
年
貢
免
定
か
ら
み
た
自
然
災
害

　

こ
こ
ま
で
各
年
次
の
年
貢
免
定
を
見
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
課
題
や
村
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
変
化
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
増
池
家
文
書
の
年
貢
免
定
全

体
を
見
渡
し
て
考
察
を
続
け
た
い
。

　

寛
永
三
年
や
一
〇
年
の
事
例
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
喜
連
村
（
西
喜
連

村
）
は
、
た
び
た
び
自
然
災
害
に
見
ま
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
被
害
の
程
度
は
、
年
貢
免
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定
に
記
載
さ
れ
た
引
高
（「
付
荒
」）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
因
と
な
っ

た
事
象
が
よ
り
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
年
貢
免

定
か
ら
見
え
る
自
然
災
害
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

表
一
は
、
増
池
家
文
書
の
年
貢
免
定
の
記
載
か
ら
必
要
な
事
項
を
抽
出
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
「
当
付
荒
」
と
「
付
荒
／
村
高
」
の
欄
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
当
付
荒
」
は
年
貢
免
定
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
の
年
限
り
の
引
高
、「
付
荒
／
村
高
」
は

村
高
に
対
す
る
引
高
の
割
合
で
あ
る
。
被
害
の
大
き
さ
を
考
え
る
上
で
の
参
考
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

　

順
に
み
て
ゆ
く
と
、
先
に
見
た
寛
永
三
年
の
被
害
が
大
き
く
、
引
高
は
村
高
の
約

四
一
％
に
及
ぶ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
年
の
収
穫
が
村
高
の
六
割
に
満
た
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
に
つ
い
て
は
、『
摂
陽
奇
観
』
に
「
天
下
一
統
大
旱
魃
」

と
あ
り
。
日
照
り
に
よ
る
不
作
が
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

な
お
、
出
典
の
『
摂
陽
奇
観
』
は
、
十
九
世
紀
前
半
ご
ろ
に
、
戯
作
者
の
浜
松
歌
国
、

お
よ
び
そ
の
門
人
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寛
永
年
間

か
ら
見
れ
ば
、
か
な
り
後
年
の
著
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
特
に
寛
永
年
間
な
ど
古
い

時
期
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
潔
な
記
述
し
か
な
く
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
場
合
も

多
い
が
、
こ
の
時
期
の
情
報
が
少
な
い
中
に
あ
っ
て
は
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。

　

翌
寛
永
四
年
は
、
前
年
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
村
高
の
約
十
七
％
が
年
貢
か
ら
差

し
引
か
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。『
摂
陽
奇
観
』
に
は
、「
昨
今
年
大
飢
饉
」
と
、
前
年
に

引
き
続
い
て
凶
作
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
原
因
に
つ
い
て
は
記
述
が

な
く
不
明
で
あ
る
。

　

寛
永
五
年
か
ら
八
年
（
た
だ
し
寛
永
六
年
分
は
欠
落
）
に
つ
い
て
は
、
三
年
・
四
年

ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
村
高
の
六
～
八
％
程
度
の
引
高
が
生
じ
て
お
り
、

同
程
度
の
不
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
う
ち
寛
永
八
年
十
月
に
は
、「
上

方
大
風
・
大
水
」（『
近
世
大
阪
災
害
年
表
』）
と
、
台
風
の
被
害
を
思
わ
せ
る
記
録
が
残
っ

て
い
る
。

　

西
喜
連
村
単
独
で
年
貢
割
付
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
間
も
な
い
寛
永
十
年
は
、

先
に
見
た
よ
う
に
収
穫
が
村
高
の
約
四
分
の
一
程
度
と
い
う
大
不
作
の
年
と
な
っ
た
。

原
因
は
「
川
な
り
」
と
記
さ
れ
た
洪
水
で
あ
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
期
間
で
は
、
引
高

の
割
合
が
最
も
高
く
、
最
悪
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　

翌
寛
永
十
一
年
は
、
前
年
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、
村
高
の
約
七
％
に
上
る
引
高
が

生
じ
て
い
る
。
原
因
に
つ
い
て
は
、
免
定
に
「
当
日
損
荒
」
と
記
さ
れ
、
少
雨
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
大
洪
水
の
翌
年
に
は
、
逆
に
日
照
り
に
よ
る
被
害
が
生
じ
て
い
た
の
で

あ
る
。
寛
永
十
二
年
に
村
高
の
約
十
七
％
、
十
三
年
に
は
約
十
一
％
と
、
い
ず
れ
も
一

割
を
超
え
る
引
高
が
生
じ
て
い
る
が
、
原
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

十
四
年
、
十
五
年
は
比
較
的
少
な
い
引
高
で
推
移
し
て
い
る
が
、
翌
十
六
年
に
は
約

十
六
％
と
大
き
な
引
高
が
発
生
し
て
い
る
。
免
定
の
文
面
に
は
「
当
日
損
付
荒
」
と
あ

り
、
少
雨
に
よ
る
凶
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
後
は
、
寛
永
十
七
年
に
約
三
・
七
％
、
十
八
年
か
ら
二
十
一
年
に
か
け
て
は
一

～
二
％
台
と
、
比
較
的
安
定
し
た
年
が
続
く
。

　

し
か
し
、
全
国
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
「
寛
永
の
大
飢
饉
」
と
呼
ば
れ
る
江
戸

時
代
屈
指
の
大
凶
作
の
年
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
寛
永
十
八
年
に
は
、
畿

内
、
中
国
、
四
国
地
方
で
初
夏
に
旱
魃
、
の
ち
大
雨
と
い
う
、
目
ま
ぐ
る
し
い
天
候
不

順
に
み
ま
わ
れ
て
、
農
作
物
に
も
大
き
な
被
害
が
出
た
。
幕
府
も
こ
の
対
策
に
大
い
に

苦
慮
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
年
貢

の
引
高
か
ら
み
た
限
り
で
は
、
西
喜
連
村
で
の
影
響
は
、
比
較
的
小
さ
か
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
中
に
あ
っ
て
寛
永
二
〇
年
の
年
貢
免
定
に
は
、「
水
損
皆
無
」
の
文
字
が
見
え
、
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内訳 年貢率 （参考）六反村
高 当付荒 付荒／高 毛付 田方 畠方 屋敷 取米 高免 毛付免 見取 村の取り分(石) 高に対する比率 取米(石) 年貢率

寛永 2 1836.785 0.000 1763.581 1138.808 62.00% 64.57% 624.773 34.01% 474.205 71.02%
3 1836.786 754.478 0.411 1009.104 281.196 727.908 367.357 20.00% 36.40% 641.747 34.94% 375.412 56.22%
4 1836.786 306.324 0.167 1457.258 721.35 727.908 587.770 32.00% 43.50% 869.488 47.34% 375.950 56.30%
5 1836.786 105.327 0.057 1658.255 930.347 727.908 734.715 40.00% 44.30% 923.540 50.28% 188.474 28.22%
7 1836.786 135.182 0.074 1570.548 842.64 727.908 871.919 47.46% 55.20% 698.629 38.04% 355.259 53.02%
8 1836.786 155.392 0.085 1550.338 822.43 727.908 773.325 42.10% 49.88% 777.013 42.30% 376.350 56.35%
10 832.524 619.546 0.744 153.540 135.01 18.530 54.728 6.57% 35.64% 98.812 11.87%
11 826.204 57.327 0.069 709.439 709.439 280.897 34.00% 39.59% 428.542 51.87% 393.799 59.00%
12 827.980 138.502 0.167 630.040 630.04 327.104 39.50% 51.91% 302.936 36.59%
13 827.980 88.778 0.107 679.764 679.764 397.110 47.96% 58.42% 282.654 34.14% 454.034 60.00%
14 827.980 13.113 0.016 755.429 434.7 320.729 471.573 56.95% 62.42% 2.586 281.270 33.97% 497.789 75,65%
15 827.980 4.575 0.006 763.967 439.551 324.416 484.638 58.53% 63.43% 3.350 275.979 33.33% 505.104 76.85%
16 827.980 133.549 0.161 634.993 310.567 324.416 273.377 35.43% 43.05% 0.025 361.591 43.67% 287.146 62,54%
17 827.980 30.921 0.037 737.621 413.205 324.416 422.001 50.96% 57.21% 1.900 313.720 37.89% 460.311 70.00%
18 827.980 11.710 0.014 756.832 432.416 324.416 494.091 59.67% 65.28% 1.000 261.741 31.61% 461.959 70.00%
19 827.980 13.623 0.016 754.919 430.503 324.416 358.920 43.44% 51.61% 0.790 395.209 47.73% 385.282 58.34%
20 827.980 18.538 0.022 750.004 425.588 324.416 370.138 44.70% 49.40% 0.820 379.046 45.78% 411.807 62,35%
21 827.980 15.913 0.019 752.629 428.213 324.416 409.841 49.50% 54.35% 1.100 341.688 41.27%

正保 2 827.980 3.882 0.005 764.660 440.244 324.416 499.345 60.30% 65.20% 1.300 264.015 31.89%
3 827.980 63.437 0.077 705.105 380.689 324.416 427.995 51.70% 60.70% 277.110 33.47%
4 827.980 59.703 0.072 708.839 384.423 324.416 419.384 56.50% 59.16% 1.000 288.455 34.84%

慶安 1 827.980 3.932 0.005 764.610 440.194 324.416 475.490 57.47% 62.19% 1.800 287.320 34.70%
2 827.980 12.563 0.015 755.979 431.563 324.416 433.315 52.33% 57.32% 1.900 320.764 38.74%
3 827.980 47.742 0.058 720.800 238.634 324.416 338.885 40.92% 1.200 380.715 45.98%

寛文 7 827.980 0.000 0.000 768.542 294.18 474.362 298.804 36.80% 38.87% 2.140 467.598 56.47%
8 827.980 308.103 0.372 460.439 136.021 324.418 167.795 22.60% 36.44% 1.461 291.183 35.17%
9 827.980 0.000 0.000 768.542 444.131 324.411 303.670 36.67% 39.51% 2.150 462.722 55.89%
10 827.980 0.000 0.000 769.020 444.602 324.418 340.769 40.87% 44.00% 2.400 425.851 51.43%
11 827.980 0.000 0.000 769.020 444.602 324.418 325.488 39.01% 42.00% 2.500 441.032 53.27%
12 827.980 0.000 0.000 769.020 324.418 315.298 38.08% 41.00% 2.600 451.122 54.48%

元禄 2 827.980 103.762 0.125 665.198 329.536 39.80% 1.421 
3 757.067 143.504 0.190 609.238 317.132 41.89% 52.05% 0.212 291.894 38.56%
6 757.067 672.249 0.888 79.909 25.629 3.39% 32.07% 54.280 7.17%
8 757.067 315.456 0.417 436.702 174.681 23.07% 40.00% 262.021 34.61%
9 757.067 304.340 0.402 447.818 179.134 23.66% 40.00% 268.684 35.49%
10 757.067 182.136 0.241 570.022 208.058 27.48% 36.50% 361.964 47.81%
11 757.067 485.365 0.641 266.793 77.637 10.25% 29.10% 189.156 24.99%
12 757.067 164.072 0.217 588.086 174.125 23.00% 29.61% 413.961 54.68%
15 757.067 229.414 0.303 522.744 181.696 24.00% 34.76% 341.048 45.05%
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内訳 年貢率 （参考）六反村
高 当付荒 付荒／高 毛付 田方 畠方 屋敷 取米 高免 毛付免 見取 村の取り分(石) 高に対する比率 取米(石) 年貢率

寛永 2 1836.785 0.000 1763.581 1138.808 62.00% 64.57% 624.773 34.01% 474.205 71.02%
3 1836.786 754.478 0.411 1009.104 281.196 727.908 367.357 20.00% 36.40% 641.747 34.94% 375.412 56.22%
4 1836.786 306.324 0.167 1457.258 721.35 727.908 587.770 32.00% 43.50% 869.488 47.34% 375.950 56.30%
5 1836.786 105.327 0.057 1658.255 930.347 727.908 734.715 40.00% 44.30% 923.540 50.28% 188.474 28.22%
7 1836.786 135.182 0.074 1570.548 842.64 727.908 871.919 47.46% 55.20% 698.629 38.04% 355.259 53.02%
8 1836.786 155.392 0.085 1550.338 822.43 727.908 773.325 42.10% 49.88% 777.013 42.30% 376.350 56.35%
10 832.524 619.546 0.744 153.540 135.01 18.530 54.728 6.57% 35.64% 98.812 11.87%
11 826.204 57.327 0.069 709.439 709.439 280.897 34.00% 39.59% 428.542 51.87% 393.799 59.00%
12 827.980 138.502 0.167 630.040 630.04 327.104 39.50% 51.91% 302.936 36.59%
13 827.980 88.778 0.107 679.764 679.764 397.110 47.96% 58.42% 282.654 34.14% 454.034 60.00%
14 827.980 13.113 0.016 755.429 434.7 320.729 471.573 56.95% 62.42% 2.586 281.270 33.97% 497.789 75,65%
15 827.980 4.575 0.006 763.967 439.551 324.416 484.638 58.53% 63.43% 3.350 275.979 33.33% 505.104 76.85%
16 827.980 133.549 0.161 634.993 310.567 324.416 273.377 35.43% 43.05% 0.025 361.591 43.67% 287.146 62,54%
17 827.980 30.921 0.037 737.621 413.205 324.416 422.001 50.96% 57.21% 1.900 313.720 37.89% 460.311 70.00%
18 827.980 11.710 0.014 756.832 432.416 324.416 494.091 59.67% 65.28% 1.000 261.741 31.61% 461.959 70.00%
19 827.980 13.623 0.016 754.919 430.503 324.416 358.920 43.44% 51.61% 0.790 395.209 47.73% 385.282 58.34%
20 827.980 18.538 0.022 750.004 425.588 324.416 370.138 44.70% 49.40% 0.820 379.046 45.78% 411.807 62,35%
21 827.980 15.913 0.019 752.629 428.213 324.416 409.841 49.50% 54.35% 1.100 341.688 41.27%

正保 2 827.980 3.882 0.005 764.660 440.244 324.416 499.345 60.30% 65.20% 1.300 264.015 31.89%
3 827.980 63.437 0.077 705.105 380.689 324.416 427.995 51.70% 60.70% 277.110 33.47%
4 827.980 59.703 0.072 708.839 384.423 324.416 419.384 56.50% 59.16% 1.000 288.455 34.84%

慶安 1 827.980 3.932 0.005 764.610 440.194 324.416 475.490 57.47% 62.19% 1.800 287.320 34.70%
2 827.980 12.563 0.015 755.979 431.563 324.416 433.315 52.33% 57.32% 1.900 320.764 38.74%
3 827.980 47.742 0.058 720.800 238.634 324.416 338.885 40.92% 1.200 380.715 45.98%

寛文 7 827.980 0.000 0.000 768.542 294.18 474.362 298.804 36.80% 38.87% 2.140 467.598 56.47%
8 827.980 308.103 0.372 460.439 136.021 324.418 167.795 22.60% 36.44% 1.461 291.183 35.17%
9 827.980 0.000 0.000 768.542 444.131 324.411 303.670 36.67% 39.51% 2.150 462.722 55.89%
10 827.980 0.000 0.000 769.020 444.602 324.418 340.769 40.87% 44.00% 2.400 425.851 51.43%
11 827.980 0.000 0.000 769.020 444.602 324.418 325.488 39.01% 42.00% 2.500 441.032 53.27%
12 827.980 0.000 0.000 769.020 324.418 315.298 38.08% 41.00% 2.600 451.122 54.48%

元禄 2 827.980 103.762 0.125 665.198 329.536 39.80% 1.421 
3 757.067 143.504 0.190 609.238 317.132 41.89% 52.05% 0.212 291.894 38.56%
6 757.067 672.249 0.888 79.909 25.629 3.39% 32.07% 54.280 7.17%
8 757.067 315.456 0.417 436.702 174.681 23.07% 40.00% 262.021 34.61%
9 757.067 304.340 0.402 447.818 179.134 23.66% 40.00% 268.684 35.49%
10 757.067 182.136 0.241 570.022 208.058 27.48% 36.50% 361.964 47.81%
11 757.067 485.365 0.641 266.793 77.637 10.25% 29.10% 189.156 24.99%
12 757.067 164.072 0.217 588.086 174.125 23.00% 29.61% 413.961 54.68%
15 757.067 229.414 0.303 522.744 181.696 24.00% 34.76% 341.048 45.05%
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江戸時代前期における摂津国住吉郡西喜連村の素描　―年貢関係史料の検討から―

水
害
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
翌
二
十
一
年
の
免
定
に
は
、

原
因
は
明
記
さ
れ
な
い
が
「
当
付
荒
皆
損
」
と
あ
る
。
他
の
地
域
に
比
べ
れ
ば
大
き
く

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
西
喜
連
村
な
り
に
天
候
不
順
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

　

正
保
か
ら
慶
安
年
間
に
か
け
て
は
、
引
高
が
一
〇
％
を
超
え
る
年
は
見
ら
れ
な
い
が
、

正
保
三
年
に
約
七
・
七
％
、
翌
四
年
に
約
七
・
二
％
、
慶
安
三
年
に
約
五
・
八
％
の
引
高

が
生
じ
て
い
る
。
正
保
二
年
の
免
定
に
は
「
沢
水
押
皆
無
」
の
記
載
が
あ
る
。
被
害
程

度
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
年
に
も
洪
水
の
発
生
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
、
正
保
四
年
の
免
定
に
は
「
当
日
損
皆
無
」
と
あ
り
、
こ
の
年
は
日
照
り
に
よ
る
不

作
が
生
じ
て
い
た
。

　
『
近
世
大
阪
災
害
年
表
』
に
は
、
慶
安
元
年
四
月
に
「
大
坂
地
震
」
の
記
載
が
あ
る
が
、

免
定
の
引
高
は
大
き
く
な
く
（
村
高
の
約
〇
・
五
％
）、
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
も
限
定

的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
慶
安
二
年
の
引
高
は
、
約
三
・
七
％
で
あ
る
が
、「
当

水
損
皆
無
」
と
あ
っ
て
水
害
が
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
近
世
大
阪
災
害
史

年
表
』
に
も
、
八
月
に
「
大
坂
大
雨
」
の
記
事
が
見
え
る
。
慶
安
三
年
の
引
高
は
約
五
・

八
％
で
、「
当
水
押
皆
無
」
と
洪
水
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
る
。『
摂
陽
奇
観
』
に
も
、「
九

月
洪
水
」
の
記
事
が
見
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
「
水
漬
田
」
か
ら
も
年

貢
を
徴
収
し
て
い
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。

　

次
に
、
寛
文
年
間
の
状
況
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。

　

こ
の
期
間
で
は
、
寛
文
七
年
、
お
よ
び
九
年
か
ら
十
二
年
に
つ
い
て
は
引
高
が
な
い
。

少
な
く
と
も
年
貢
免
定
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
順
調
に
耕
作
・
収
穫
が
行
わ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
近
世
大
阪
災
害
年
表
』
で
は
、
寛
文
七
年
六
月
に
「
畿
内

洪
水
」
の
記
事
を
載
せ
る
が
、
西
喜
連
村
周
辺
に
は
影
響
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、『
摂
陽
奇
観
』
に
は
、
寛
文
一
〇
年
に
「
大
坂
高
潮
」
の
記
事
が
見

え
る
。
し
か
し
、
海
岸
か
ら
離
れ
た
西
喜
連
村
に
ま
で
は
被
害
は
及
ば
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

そ
の
中
に
あ
っ
て
目
を
引
く
の
は
寛
文
八
年
で
あ
る
。
こ
の
年
に
は
、
三
〇
八
・

一
〇
三
石
、
村
高
に
対
し
て
約
三
七
・
二
％
の
引
高
が
発
生
し
て
い
る
。
原
因
は
、
免

定
に
「
当
日
損
皆
無
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
雨
に
よ
る
被
害
で
あ
っ
た
。『
摂

陽
奇
観
』
に
は
、
こ
の
年
の
記
事
に
「
夏　

諸
国
日
照
り
」
と
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

寛
文
八
年
を
除
き
、
年
貢
免
定
の
上
と
は
い
え
、
比
較
的
平
穏
に
見
え
た
寛
文
年
間

に
対
し
て
、
間
を
少
し
お
い
た
元
禄
年
間
の
西
喜
連
村
は
、
大
荒
れ
の
状
況
と
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

順
に
み
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
元
禄
二
年
は
、「
当
水
損
」
と
し
て
一
〇
三
・
七
六
二
石
、

村
高
比
で
十
二
・
五
％
の
引
高
が
生
じ
て
い
る
。
翌
三
年
は
引
高
が
一
四
三
・
五
〇
四
石

で
村
高
の
約
十
九
％
に
あ
た
る
。「
当
風
水
損
」
と
あ
り
、
台
風
な
ど
の
影
響
と
思
わ

れ
る
。
元
禄
六
年
は
村
高
の
約
八
十
八
・
八
％
に
も
上
る
六
七
二
・
二
四
九
石
が
引
高
と

な
っ
て
い
る
。
壊
滅
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
状
況
で
、
今
回
見
て
き
た
年
次
の
中
で
最
も

大
き
な
被
害
を
被
っ
た
年
で
あ
る
。「
当
旱
損
検
見
引
」
と
あ
り
、
原
因
は
旱
魃
で
あ
っ

た
。

　

元
禄
八
年
に
は
、
三
一
五
・
四
五
六
石
、
村
高
の
約
四
十
一
・
七
％
の
引
高
が
生
じ
て

い
る
。
原
因
に
つ
い
て
は
「
当
水
損
」
と
あ
り
水
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
翌
九
年
も

前
年
に
近
い
三
〇
四
・
三
四
石
（
村
高
の
約
四
〇
・
二
％
）
が
差
し
引
か
れ
た
。「
当
旱
損
」

と
あ
り
、
水
害
の
翌
年
は
旱
魃
に
み
ま
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
禄
十
年
の
引
高

は
一
八
二
・
一
三
六
石
（
村
高
の
約
二
十
四
・
一
％
）
で
あ
っ
た
。
免
定
に
は
「
当
検
見

引
」
と
記
さ
れ
た
だ
け
で
原
因
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
近
世
大
阪
災

害
年
表
』
に
は
同
年
八
月
に
「
気
温
急
に
下
が
る
」
と
あ
る
の
で
、
冷
害
の
影
響
で
あ
っ
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た
か
も
し
れ
な
い
。
水
害
、
旱
魃
、
冷
害
と
、
毎
年
の
よ
う
に
異
な
る
気
象
災
害
が
村

を
襲
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

元
禄
十
一
年
に
は
、「
当
水
損
検
見
引
」
と
、
再
び
大
き
な
水
害
が
生
じ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
四
八
五
・
三
六
五
石
（
村
高
の
約
六
十
四
・
一
％
）
が
引
高
と
さ
れ
た
。
元

禄
六
年
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
わ
ず
か
六
年
の
間
に
、
収
穫
が
村
高
の
半
分
を
下
回

る
凶
作
を
二
度
経
験
し
た
の
で
あ
る
。

　

翌
元
禄
十
二
年
の
引
高
は
一
六
四
・
〇
七
二
石
（
村
高
の
約
二
十
一
・
七
％
）
で
あ
っ

た
。
免
定
に
は
「
当
引
方
」
と
記
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、『
摂
陽
奇
観
』
に
「
秋
旱
魃
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
は
少
雨
に
よ
る
凶
作
と
思
わ
れ
る
。
増
池
家
文
書
の
年
貢

免
定
で
最
も
新
し
い
年
次
で
あ
る
元
禄
十
五
年
分
で
は
、
引
高
が
二
二
九
・
四
一
四
石
（
村

高
の
約
三
〇
・
三
％
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
年
に
つ
い
て
は
詳
し
い
原
因
は
わ
か
ら
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
十
七
世
紀
代
の
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
は
、
変
転
す
る
気
象
条
件

の
中
で
、
何
度
も
大
小
の
凶
作
に
直
面
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
元
禄
年
間
は
、

毎
年
の
よ
う
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
災
害
が
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
直

後
の
宝
永
元
年
に
は
、
大
和
川
の
付
け
替
え
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
大

和
川
の
北
側
に
位
置
す
る
西
喜
連
村
は
、
従
来
の
川
筋
が
分
断
さ
れ
た
結
果
、
用
水
の

確
保
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
と
水
害
対
策
と
い
っ
た
側
面
で
は
、
付
け

替
え
に
よ
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
部
分
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

　

ま
た
、
こ
こ
で
は
年
貢
免
定
に
記
さ
れ
た
引
高
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
村
を
襲
っ
た

災
害
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
寛
文
年
間
以
前
は
地
元
の
有
力
者
で
あ
る
平
野
藤

次
郎
が
幕
府
の
代
官
と
し
て
年
貢
割
付
を
指
揮
し
た
の
に
対
し
て
、
元
禄
年
間
に
は
幕

府
直
属
の
代
官
が
支
配
す
る
体
制
に
移
行
し
て
い
る
。
両
者
の
間
で
、
同
じ
基
準
で
年

貢
の
割
付
、
引
高
の
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
は
注
意
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
見
て
き
た
の
は
、
実
態
を
反
映
し
な
が
ら
も
、
あ
く

ま
で
も
支
配
の
た
め
の
文
書
に
表
さ
れ
た
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。
史
料
的
な
制
約
は
大

き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
災
害
の
実
態
に
関
し
て
は
、
他
の
記
録
な
ど
も
交
え
て
多
角
的

に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
、
近
隣
村
落
と
の
比
較

　

こ
こ
ま
で
、
年
貢
免
定
を
素
材
と
し
て
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
の
状
況
に
つ
い
て
見

て
き
た
わ
け
だ
が
、
近
隣
の
村
落
と
比
較
し
て
、
何
か
見
え
て
く
る
課
題
が
な
い
だ
ろ

う
か
。『
新
修
大
阪
市
史
』
に
は
、
喜
連
村
の
東
に
位
置
す
る
六
反
村
に
つ
い
て
、
こ

の
時
期
に
お
け
る
年
貢
の
動
向
を
掲
載
し
て
い
る
。
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
事
例
と
比
較
検

討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

　

六
反
村
は
、
慶
長
十
九
年
ま
で
豊
臣
氏
領
、
以
後
は
幕
府
領
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期

の
村
高
は
六
六
七
・
七
二
〇
石
で
あ
る
。
表
一
の
末
尾
に
は
、『
新
修
大
阪
市
史
』
に
掲

載
さ
れ
た
、
六
反
村
の
取
米
と
年
貢
率
を
記
し
た（
注
四
）。
た
だ
し
、
正
保
年
間
以
後
に

つ
い
て
は
、
複
数
年
の
平
均
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
表
か
ら
は
除
外
し

て
い
る
。

　

畿
内
の
農
村
は
、
村
請
制
の
徹
底
と
年
貢
収
納
体
制
の
整
備
に
よ
っ
て
、
寛
永
・
正

保
期
に
延
宝
検
地
以
前
の
最
高
の
年
貢
率
・
量
を
記
録
す
る
村
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
西
喜
連
村
（
寛
永
八
年
ま
で
は
喜
連
村
）、
六
反
村
と
も
に
、
寛
永
二
年

は
例
外
的
に
高
率
と
な
っ
て
い
る
が
、
寛
永
年
間
を
通
じ
て
徐
々
に
年
貢
率
が
上
昇
す

る
と
い
う
傾
向
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
、
一
律
に
上
昇
傾
向

を
示
す
の
で
は
な
く
、
増
減
の
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
こ
れ
は
、
先
に

見
た
よ
う
に
、
そ
の
年
の
豊
凶
に
応
じ
て
年
貢
の
減
免
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
全
体
的
に
六
反
村
の
方
が
高
率
に
振
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
同
じ
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幕
府
領
と
い
っ
て
も
、
年
貢
賦
課
の
割
合
は
、
代
官
の
違
い
な
ど
支
配
形
態
に
よ
っ
て

差
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

近
隣
の
村
落
と
は
い
い
な
が
ら
、
年
貢
賦
課
で
見
る
限
り
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る

年
が
あ
る
。
個
々
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
寛
永
二
年
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
喜
連
村
は
前
年
に
高
台
院
領
か
ら

幕
府
領
に
転
じ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
年
貢
率
は
喜
連
村
、
六
反

村
と
も
に
か
な
り
の
高
率
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
幕
府
領
に
転
じ
た
こ
と
で
年
貢

賦
課
が
厳
し
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
幕
府
領
全
体
に
対
し
て
、
こ
の
年
は
年
貢
率
が

と
り
わ
け
高
く
設
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
状
で
は
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は

わ
か
ら
な
い
。

　

翌
寛
永
三
年
は
、
両
村
で
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
。
年
貢
率
で
六
反
村
の
方
が
か
な

り
高
率
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
取
米
の
量
に
関
し
て
も
六
反
村
が
上
回
る
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
村
高
の
差
を
考
え
れ
ば
、
相
当
に
大
き
な
扱
い
の
違
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
年
は
「
天
下
一
統
大
旱
魃
」
と
伝
え
ら
れ
、
喜
連
村
に
お
い
て
も
大

凶
作
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
し
か
し
、
六
反
村
の
方
は
、
年
貢
率
、

取
米
の
い
ず
れ
を
見
て
も
、
特
段
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

細
か
な
事
情
は
わ
か
ら
な
い
が
、
近
隣
の
村
で
あ
っ
て
も
、
旱
魃
の
被
害
が
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
旱
魃
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
用
水
確
保
の
差
が
、
こ
う
し
た
形
で
現
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

逆
に
、
寛
永
五
年
を
見
る
と
、
喜
連
村
は
前
年
に
比
べ
て
年
貢
率
が
微
増
、
取
米
は

一
四
〇
石
以
上
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
六
反
村
の
方
は
年
貢
率
、
取
米

と
も
に
前
年
の
約
半
分
に
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
年
に
関
し
て
は
、
他
に
情
報
が
な
い

た
め
背
景
な
ど
は
不
明
だ
が
、
六
反
村
の
方
に
個
別
な
事
情
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
思

わ
せ
る
。
寛
永
七
年
に
つ
い
て
も
、
六
反
村
だ
け
を
見
れ
ば
年
貢
率
が
多
少
下
が
っ
て

は
い
る
も
の
の
大
き
く
は
違
わ
な
い
程
度
と
い
え
る
が
、
喜
連
村
と
比
べ
て
み
れ
ば
、

六
反
村
の
方
が
低
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　

寛
永
十
一
年
は
、
西
喜
連
村
で
は
旱
魃
の
影
響
で
年
貢
率
が
低
め
に
設
定
さ
れ
て
い

る
が
、
六
反
村
は
特
に
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ず
、
結
果
と
し
て
年
貢
率

に
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
永
十
六
年
は
、
年
貢
率
を
比
べ
れ
ば
六
反
村

の
方
が
か
な
り
高
い
が
、
前
後
の
年
と
比
べ
れ
ば
低
め
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
西
喜
連

村
・
六
反
村
と
も
に
取
米
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
は
、
西
喜
連
村
の
史
料

で
「
日
損
」
と
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
、
気
象
条
件
は
六
反
村
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
年
で
は
六
反
村
は
旱
魃
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
か
っ

た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、
こ
の
年
に
関
し
て
は
西
喜
連
村
と
同
じ
傾
向
を

示
し
て
い
る
。

八
、
村
の
取
り
分
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
こ
ま
で
は
、
年
貢
を
納
め
る
率
と
量
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
き
た
。
こ

う
し
た
観
点
は
、
年
貢
を
徴
収
す
る
側
、
す
な
わ
ち
領
主
側
の
立
場
か
ら
の
も
の
と
い

え
る
が
、
翻
っ
て
村
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
年
貢
免
定
を
見
る

場
合
、
年
貢
の
量
や
率
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
村
高
か
ら
当
該
年
の
引
き
方
を
差

し
引
い
た
「
残
高
」（
毛
付
）
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（
注
五
）。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、「
残
高
」
か
ら

年
貢
等
の
各
種
負
担
を
差
し
引
い
た
部
分
に
注
目
し
た
い
。
名
目
上
で
は
あ
る
が
、
村

に
残
る
部
分
と
い
う
こ
と
で
、
い
さ
さ
か
俗
な
言
い
方
に
な
る
が
。「
村
の
取
り
分
」

と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

表
一
の
「
村
の
取
り
分
」
欄
を
見
な
が
ら
話
を
進
め
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
寛
永
二
年
と
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三
年
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。
先
述
の
通
り
、
寛
永
二
年
は
特
に
高
い
年
貢
率
が
課
さ
れ

た
年
、
対
し
て
寛
永
三
年
は
、
旱
魃
の
た
め
に
収
穫
が
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
年
で
あ
る
。

こ
の
た
め
毛
付
高
で
は
七
〇
〇
石
以
上
の
差
が
あ
る
が
、「
村
の
取
り
分
」
は
両
年
で

大
き
く
違
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
寛
永
三
年
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
取
米

に
大
き
な
差
が
あ
る
か
ら
で
、
寛
永
二
年
の
取
米
と
「
村
の
取
り
分
」
の
比
率
が
二
対

一
に
近
い
の
に
対
し
て
、
寛
永
三
年
で
は
逆
に
一
対
二
に
近
い
。

　

喜
連
三
か
村
分
が
合
算
さ
れ
て
い
る
寛
永
八
年
ま
で
を
見
れ
ば
、「
村
の
取
り
分
」

は
寛
永
二
年
分
が
最
も
少
な
く
、
寛
永
三
年
も
こ
れ
に
近
い
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、

各
年
の
取
米
高
は
、
村
の
維
持
、
経
営
が
可
能
な
だ
け
の
「
村
の
取
り
分
」
を
確
保
す

る
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。
こ
の
仮
説
に
し

た
が
っ
て
理
解
す
れ
ば
、
寛
永
二
年
は
最
低
限
の
「
村
の
取
り
分
」」
を
残
し
つ
つ
最

大
限
の
取
米
を
設
定
し
、
寛
永
三
年
に
は
、
同
年
の
毛
付
か
ら
最
低
限
の
「
村
の
取
り

分
」
を
控
除
し
た
分
を
取
り
米
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
目
で
、
寛
永
一
〇
年
以
降
に
つ
い
て
も
見
て
ゆ
き
た
い
。

　

寛
永
一
〇
年
は
洪
水
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
受
け
た
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
「
村
の

取
り
分
」
は
飛
び
ぬ
け
て
少
な
い
が
、
こ
れ
を
例
外
と
見
る
と
、
慶
安
三
年
ま
で
の
期

間
に
お
け
る
「
村
の
取
り
分
」
の
最
低
水
準
は
二
六
〇
石
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
寛
永
十
八
年
や
正
保
二
年
は
、
毛
付
免
で
六
五
％
を
越

え
る
高
率
の
年
貢
が
賦
課
さ
れ
て
い
る
。
両
年
と
も
に
引
高
が
少
な
く
、
順
調
な
収
穫

が
得
ら
れ
た
年
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
多
少
無
理
を
か
け
て
年
貢
を
賦
課
し

て
も
、
村
の
経
営
に
支
障
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
寛
永

十
八
年
は
、
全
国
的
に
見
れ
ば
「
寛
永
の
大
飢
饉
」
の
影
響
が
最
も
大
き
か
っ
た
年
で

あ
り
、
年
貢
収
入
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
被
害
の
少
な
い
地
域
に
対
し
て
大
き
な

負
担
を
強
い
た
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

逆
に
こ
の
期
間
で
最
も
「
村
の
取
り
分
」
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
は
寛
永
十
一
年

で
あ
る
。
こ
の
年
だ
け
を
見
れ
ば
、
多
少
の
引
高
が
発
生
し
て
い
る
も
の
の
、
特
に
取

米
を
低
く
抑
え
る
理
由
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
年
の
寛
永
一
〇
年
と
合
わ

せ
て
二
ヵ
年
で
考
え
れ
ば
違
っ
た
事
情
が
見
え
て
く
る
。
二
年
分
の
「
村
の
取
り
分
」

を
合
計
す
れ
ば
五
二
〇
石
余
、
一
年
当
た
り
二
六
〇
石
余
と
な
っ
て
最
低
水
準
に
近
づ

く
。
つ
ま
り
、
二
年
と
い
う
時
間
幅
で
村
の
経
営
が
可
能
な
取
米
を
設
定
し
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
寛
文
年
間
を
見
る
と
、
お
よ
そ
取
米
は
三
〇
〇
石
前
後
、「
村
の
取
り
分
」
は

四
〇
〇
石
代
で
推
移
し
て
い
る
。
旱
魃
に
よ
っ
て
大
き
な
引
高
が
生
じ
た
寛
文
八
年
で

は
、
取
米
・「
村
の
取
り
分
」
と
も
に
大
き
く
減
じ
て
い
る
が
、「
村
の
取
り
分
」
は
最

低
水
準
を
確
保
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
毛
付
免
に
関
し
て
は
前
後
の
年
と
大
き
く

変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
分
母
と
な
る
毛
付
高
が
減
じ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
年

貢
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

元
禄
年
間
は
、
毎
年
の
よ
う
に
災
害
に
見
舞
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
は

先
に
見
た
。
こ
の
た
め
、
総
じ
て
「
村
の
取
り
分
」
は
低
い
値
と
な
っ
て
い
る
が
、

三
〇
〇
石
以
上
の
引
高
が
生
じ
た
元
禄
八
・
九
年
に
お
い
て
も
、
最
低
水
準
と
考
え
ら

れ
る
二
六
〇
石
以
上
の
「
村
の
取
り
分
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
被
害
の
程

度
が
大
き
か
っ
た
元
禄
六
年
と
十
一
年
に
関
し
て
は
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
特

に
元
禄
六
年
は
、
毛
付
が
村
高
の
一
割
少
々
に
ま
で
落
ち
込
む
ほ
ど
の
大
災
害
で
、
も

と
も
と
絶
対
量
が
「
村
の
取
り
分
」
の
最
低
基
準
を
大
き
く
割
り
込
む
状
態
で
あ
り
、

そ
の
中
か
ら
取
米
を
割
り
当
て
て
い
る
の
で
、
少
な
い
数
字
に
な
る
の
は
や
む
を
え
な

か
っ
た
。
元
禄
十
一
年
に
つ
い
て
も
、
六
年
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
に
せ
よ
、
毛
付
高
の

絶
対
量
が
足
り
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
年
の
「
村
の
取
り
分
」
は
、
最

低
水
準
を
七
〇
石
余
り
割
り
込
む
量
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
場
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合
に
は
、
寛
永
一
〇
・
十
一
年
の
時
と
同
様
に
、
二
ヵ
年
で
調
整
す
る
と
い
う
措
置
が

な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

元
禄
十
二
年
の
「
村
の
取
り
分
」
は
、
元
禄
年
間
で
は
最
大
値
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
二
年
分
を
合
計
し
て
平
均
化
す
る
と
、
一
年
当
た
り
三
〇
〇
石
余
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
最
低
水
準
と
考
え
て
き
た
二
六
〇
石
よ
り
も
多
い
量
と
な
る
が
、
前
後
の
年
次

と
見
比
べ
れ
ば
そ
れ
よ
り
も
少
な
く
、
当
時
の
状
況
を
鑑
み
れ
ば
こ
の
程
度
が
適
切
と

判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
最
低
基
準
と
想
定
し
た
二
六
〇
石
程
度
と
い
う
量
は
、
村
高
の

三
割
強
に
あ
た
っ
て
い
る
。
喜
連
三
か
村
が
合
算
さ
れ
て
い
た
寛
永
年
間
前
半
で
み
た

六
〇
〇
石
余
と
い
う
量
も
、
同
じ
く
三
割
余
、
お
よ
そ
村
高
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
。

『
新
修
大
阪
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
太
閤
検
地
の
実
施
後
、
収
穫
総
量
の
三
分
の
二
を
領

主
が
徴
収
し
、
三
分
の
一
を
農
民
が
取
る
、
二
公
一
民
制
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
領
主
側
が
取
る
割
合
は
徐
々
に
低
下
し
、
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
の
場
合
で
も

そ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、
凶
作
時
等
の
最
低
基
準
を
想
定
す
る
に
際
し
て
、
こ
の

「
農
民
が
収
穫
の
三
分
の
一
を
取
る
」
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
、
寛
永
三
年
や
一
〇
年
、
元
禄
六
年
や
十
一
年
な
ど
、
特
に
収
穫
が
落
ち
込
ん

だ
年
次
を
見
る
と
、「
領
主
側
の
取
り
分
」（
取
米
）
と
「
村
の
取
り
分
」
と
の
比
率
が
、

一
対
二
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
限
ら
れ
た
事
例
で
あ
り
、
裏
づ
け
が
あ
る

わ
け
で
も
な
い
が
、
こ
こ
に
も
何
ら
か
の
基
準
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
言
う
可
能
性
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
、「
領
主
側
の
取
り
分
」
で
あ
れ
、「
村
の
取
り
分
」
で

あ
れ
、
ま
ず
優
先
さ
れ
る
の
は
「
量
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
大
規
模
な
災
害
等
で
量

的
な
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
両
者
の
配
分
を

決
め
た
の
か
と
言
う
点
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
の
十
七
世
紀
代
の
年
貢
免
定
を
通
じ
て
、
村
を
め
ぐ

る
状
況
や
特
色
と
そ
の
推
移
、
年
貢
賦
課
と
徴
収
等
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
の
中

で
、
西
喜
連
村
の
事
例
で
は
、
周
辺
他
村
で
見
ら
れ
た
変
化
が
、
や
や
遅
れ
て
実
現
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

　

も
と
よ
り
、
年
貢
免
定
は
年
貢
賦
課
と
徴
収
と
い
う
村
落
支
配
に
関
わ
る
公
文
書
で

あ
り
、
内
容
は
一
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
実
態
の
全
て
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
関
連
史
料
を
交
え
て
、
多
様
な
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
読
み
込
み
方
に
よ
っ
て
は
、
免
定
か
ら
だ
け
で
も
多
く
の

情
報
を
引
き
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
本
稿
は
、
主
と
し
て
『
新
修
大
阪
市
史
』
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
事
例
と
の

対
比
に
よ
り
、
西
喜
連
村
（
喜
連
村
）
に
お
け
る
共
通
点
や
相
違
点
な
ど
を
考
察
し
た
。

比
較
検
討
と
い
う
意
味
で
は
、
現
在
の
大
阪
市
以
外
の
地
域
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
る

必
要
が
あ
る
が
、
今
回
は
手
付
か
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
最
新
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
も
、

十
分
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
ひ
と
え
に
筆
者
の
力
不
足
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
ご
所
蔵
史
料
の
利
用
を
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
増
池
徹
彌
氏
、

史
料
の
利
用
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
「
喜
連
村
史
の
会
」
代
表
の
白
川
俊
義

氏
、
史
料
の
釈
読
や
、
地
元
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
「
喜
連
村
史

の
会
」
会
員
の
方
々
へ
、
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
注
一
）
拙
稿
「
天
明
７
年
に
お
け
る
大
坂
周
辺
村
落
の
年
貢
徴
収
の
実
態
に
つ
い
て
」（『
大
阪

歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
十
五
号
、
二
〇
一
七
年
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（
注
二
）『
新
修
大
阪
市
史
』
第
一
巻
第
二
章
第
五
節
、
以
下
、
同
書
を
参
照
す
る
場
合
は
、
特

記
し
な
い
限
り
同
じ
節
に
よ
る
。

（
注
三
）
大
阪
市
史
編
纂
所
『
大
阪
の
歴
史
』
第
二
十
七
号
、
一
九
八
九
年

（
注
四
）『
新
修
大
阪
市
史
』
で
は
、
六
反
村
の
年
貢
率
を
「
毛
付
免
」
と
し
て
い
る
が
、
取
米

を
年
貢
率
で
割
り
戻
し
て
み
る
と
、
大
半
の
年
次
に
お
い
て
村
高
に
一
致
、
ま
た
は
近

似
す
る
数
値
と
な
る
。
ま
た
、
全
く
乖
離
し
た
数
値
と
な
る
個
所
も
あ
る
。
不
明
な
点

は
多
い
が
、
検
証
手
段
を
持
た
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
注
五
）
鎌
谷
か
お
る
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
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Sketch of Nishi-Kire village in Sumiyoshi-gun in the province of 
Settsu in the early Edo period – Insights gained from historical 

records of land tax

MAMETANI  Hiroyuki 

    Recently historical documents were found in Nishi-Kire village (in the southeast of Osaka city).Among those documents, 

land tax materials in the 17th Century were considered in this note. At the result some differences were found compared the 

surrounding villages about the introduction time of the system to correct land tax. During the 17th Century, floods and 

droughts happened many times around that village. At those times, the load and the peasants might have common under-

standings for need to be adjusted the amount of land tax collection.
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